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第１部 序論 
 

第１章 計画策定にあたって 
 

１．計画策定の目的 

 

本町では、平成 29 年度に、中長期の展望を持ちつつ、社会情勢の激しい変化

の中で的確に対応できるよう「関ケ原町総合計画（基本構想及び前期基本計画）」

を策定しました。この総合計画の基本構想では、本町の目指すべき将来像を

「笑顔あふれ 活気みなぎる 古戦場のまち せきがはら」と定め、その実現

に向け、総合的かつ計画的にまちづくりを進めてきたところです。 

しかし、人口減少の急速な進行をはじめ、少子化や超高齢社会など人口構造

の変化、地域産業の衰退、自然災害や新型感染症などのリスクに対する安全・

安心への備え、情報通信技術の進展など、本町を取り巻く社会・経済情勢は大

きく変化し、地方自治体運営のあらゆる分野において大きな影響をもたらして

います。 

こうした状況の中にあっても、住民の幸せな暮らしを実現し、守り続けてい

くことが、基礎自治体である本町の責務であり、これまで築き上げてきたもの

を礎に、持続可能なまちの実現が求められています。 

このため、総合計画前期基本計画の目標年次である令和４年度を迎えること

から、改めて本町を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、令和５年度を始期とす

る総合計画後期基本計画（以下「本計画」）を策定するものです。 
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総 合 計 画

行
財
政
分
野
の
個
別
計
画

産
業
分
野
の
個
別
計
画

教
育
分
野
の
個
別
計
画

保
健
分
野
の
個
別
計
画

生
活
環
境
分
野
の
個
別
計
画

都
市
基
盤
分
野
の
個
別
計
画

福
祉
分
野
の
個
別
計
画

各個別計画との補完・連動・整合 まちづくりの

共通目標

行政運営を進め

るための指針

広域行政に対す

る連携の基礎

２．総合計画の役割 

 

総合計画とは、まちづくりの総合的な計画として最も上位に位置づけられる

もので、総合的かつ計画的な行政運営を進めていく上で、基本的な指針となる

ものです。このため、総合計画は大きく３つの役割を持ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼総合計画の位置づけ         ▼総合計画の３つの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
町の主張 計画的な行政運営 

ともに目指す町の姿 

本計画は、本町のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく示し、住民一

人ひとりがまちづくりに主体的に参画・協働するための共通目標となるものです。 

まちづくりの共通目標 ～ともに目指す町の姿～ 
役割１ 

本計画は、本町が自治体として自立できる行政運営の確立に向けて、様々な施策

や事業を総合的かつ計画的に推進するための指針となるものです。 

行政運営を進めるための指針 ～計画的な行政運営～ 
役割２ 

広域行政に対する連携の基礎 ～町の主張～ 

本計画は、国や県、周辺自治体等の広域的な行政に対して、本町のまちづくりの

方向を示すとともに、計画実現に向けて必要な施策や事業を調整・反映させていく

連携の基礎となるものです。 

役割３ 
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H30 R１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ R８ R９
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

総合計画の構成

計画期間

３年

10年

前期５年

後期５年

３年３年
（毎年度見直し）

基本計画

基本構想

実施計画

（見直し）

後期基本計画（本計画）

 

 

 

３．総合計画の構成と計画期間 

 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成され、それぞれの

内容と期間は次のとおりとなります。 

 

■基本構想 

基本構想は、本町の目指すべき将来像とそれを実現するための基本方針や施

策の大綱、土地利用方針を示すものです。 

計画期間は、平成 30年度から令和９年度までの 10年間とします。 

 

■基本計画 

基本計画は、基本構想に基づき、その実現を図るために必要な主要施策等を

体系的に示すものです。 

計画期間は、前期基本計画が平成 30 年度から令和４年度までの５年間、今回

策定する本計画は令和５年度から令和９年度の５年間とします。 

 

■実施計画 

実施計画は、基本計画に示した施策を、具体的に実施する事業を定めるもの

であり、事業の優先順位や具体的な事業内容、財源等を示すことにより、予算

編成の指針となるものとします。 

計画期間は、３年間として別途策定し、ローリング方式（毎年度見直す方式）

を採用し、計画の進行管理を行うものとします。 

 

▼関ケ原町総合計画の構成と期間 
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４．ＳＤＧｓの視点を踏まえた計画の策定 

 

ＳＤＧｓは、「Sustainable Development Goals」（持続可能な開発目標）の略

で、2015 年９月の国連サミットで、2030 年までの長期的な開発の指針として採

択された国際社会共通の目標です。 

ＳＤＧｓでは、「地球上の誰ひとりとして取り残さない」を基本理念に、経

済・社会・環境の諸課題を総合的に解決し、持続可能な世界を実現するために、

17の目標と 169 のターゲットが掲げられています。 

ＳＤＧｓの 17 の目標に示される多様な項目の追求は、地域における諸課題の

解決に貢献し、持続可能な地域づくりを推進するものと考えられます。 

このため、ＳＤＧｓを意識して本計画に掲げる各施策・事業を推進するため、

本計画の施策項目に関連するＳＤＧｓの目標を設定し、掲載しています。 

 

▼ＳＤＧｓにおける 17の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■目標の設定について 
設定にあたっては、ＳＤＧｓの 17 の目標（目標ごとにさらに細分化された 169 のターゲッ

ト）は、国家として取り組むべきものなどが多く含まれ、これらの中から取捨選択し、地域の実
情にあわせて落とし込むことが必要であることから、国際的な地方自治体の連合組織であるＵＣ
ＬＧ（United Cities and Local Governments）での資料や一般財団法人建築環境・省エネルギ
ー機構が発行する「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ-導入のためのガイドライン-」等を参考に
17 の目標の施策への関連付けを行っています。 



 

5 

ＰＤＣＡサイクルによる

計画の進行管理

■計画の策定

■実施事業の選定

Plan
（計画）

■施策・事業の

実施

Do
（実施）

■施策・事業の

点検・評価

Check
（点検・評価）

■施策・事業の

見直し・改善

Action
（改善に向けた行動）

５．計画の進行管理 

 

本計画においては、本町を取り巻く社会経済情勢の変化などに適切に対応し、

本計画の実効性の確保を図るため、目標指標の設定による達成度の把握や実施

計画のローリングなど、定期的に計画の進捗状況を把握・検証し、ＰＤＣＡサ

イクルによる進行管理を行います。 

 

▼計画の進行管理（ＰＤＣＡ）のイメージ 
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第２章 基本構想の概要 
 

関ケ原町総合計画基本構想におけるまちづくりの「基本理念」、「将来像」な

どは次のとおりとなります。 

 

１．基本理念 

 

まちづくりを進める上で、すべての分野において尊重する基本理念を次のと

おり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．将来像 

 

全国的な知名度を誇る「関ヶ原古戦場」をはじめとする、本町の特性や地域

資源を最大限に生かしながら、あらゆる分野で住民、各種団体、行政が協働し

て、活気あふれる地域づくりを進め、子どもから高齢者まで、すべての住民が

笑顔で住み続けられるまちをつくっていく思いを込めて、将来像を次のとおり

定め、その実現を目指します。 

 

 

 

 

 

  

全国有数の知名度を誇る

「関ヶ原古戦場」をはじめ

とする歴史・史跡など、本

町が誇る地域資源を「生か

す」まちづくりを進めま

す。 

 
歴史など地域資源を 

「生かす」 

豊かな自然環境と調和し

た魅力ある生活基盤ととも

に、活力ある産業基盤を構

築し、快適で安心できる暮

らしを「つくる」まちづく

りを進めます。 

 
快適で安心できる暮らしを 

「つくる」 

心豊かな人を育み、住

民、各種団体、行政が参

画・協働して地域を「担

う」まちづくりを進めま

す。 

 
地域をともに 

「担う」 

笑顔あふれ 活気みなぎる 

古戦場のまち せきがはら 

将来像 

基本理念１ 基本理念２ 基本理念３ 



 

7 

▼関ケ原町総合計画の施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．農林業 

２．商工業 

３．観光・交流 

４．雇用・就労 

１．子育て支援 

２．高齢者施策 

３．障がい者施策 

４．地域福祉 

５．健康づくり・医療 

６．社会保障 

１．土地利用・都市計画・景観 

２．道路・公共交通 

３．情報化 

４．住宅・宅地 

５．公園 

１．防災・消防 

２．防犯・交通安全・消費者対策 

３．環境保全 

４．ごみ・衛生 

５．上下水道 

１．教育 

２．生涯学習・青少年健全育成 

３．スポーツ 

４．文化・芸術・文化財 

施策項目 

１．住民参画・協働 

２．コミュニティ 

３．地域間交流・国際交流 

４．人権・男女共同参画 

５．行財政 

基本目標 

基本目標１ 

地域資源を生かした 

活力あるまちづくり 

基本目標２ 

健康で生涯暮らせる 

まちづくり 

基本目標３ 

快適で利便性のある 

まちづくり 

基本目標４ 

安全・安心に暮らせる 

まちづくり 

基本目標６ 

住民と行政が協働する 

まちづくり 

基本目標５ 

心豊かな人を育てる 

まちづくり 

笑
顔
あ
ふ
れ 

活
気
み
な
ぎ
る 
古
戦
場
の
ま
ち 

せ
き
が
は
ら 

将来像 
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３．土地利用の方針 

 

土地は、住民の生活や生産等のあらゆる活動の共通の基盤であり、現在及び

将来にわたって限られた貴重な資源です。このため、町の発展のためには、土

地を高度かつ有効に利用していく必要があります。 

歴史的遺産と豊かな自然環境と住民生活、産業活動とが調和した良好な地域

環境の形成を図り、将来像を実現するため、主要な区域の土地利用にかかわる

基本的な考え方を次のとおり定めます。 

 

 

①歴史・交流ゾーン 

「関ヶ原古戦場」を中心に、旧中山道沿いの宿場町など観光資源等が多くあ

る地域については、それらを活用した観光・交流を図る区域とします。 

 

②都市空間再生ゾーン 

住宅、商店、工場、公共施設などが連担する市街地については、都市機能の

集積と、良好な住環境の整備を推進し、市街地としての活力向上を図る区域と

します。 

 

③森林保全ゾーン 

北部及び南部山地を中心とする森林については、水資源のかん養機能や山地

災害の防止機能、レクリエーションの場の提供など多面的公益的な機能を発揮

できるよう、森林環境を保全・管理する区域とします。 

 

④田園保全ゾーン 

農地及び農村集落については、農業生産基盤の充実を進めながら、整備され

た優良農地の保全及び有効活用を進め、農業環境と地域生活の調和を図る区域

とします。 

 

⑤産業創出エリア 

広域農道の沿線や国道 21 号バイパス沿線の適地、メナードランド跡地などに

ついては、適正な産業・商業施設の誘導、配置を図るとともに、無秩序な開発

を抑制します。 
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第３章 町の概要、人口等の動向と対応すべき課題 
 

１．町の概況 
 

（１）位置・地勢 

本町は、岐阜県の西端、滋賀県との県境に位置する東西 8.1km、南北 12.5km

総面積 49.28ｋ㎡のまちです。北は伊吹山を主峰とする伊吹山地、南は鈴鹿山脈

に囲まれ、平野部でも海抜 100ｍ～200ｍの高低差があり、変化の多い地形が特

徴となっています。 
 

（２）気候 

本町は、夏季は南東からの湿った空気の影響で豊富な降水に恵まれ、気温が

高く、蒸し暑い日が多い一方、冬季は北西の風が強く、日本海からの多くの水

蒸気が、山脈の途切れる隙間を通って南下し、ときとして多量の降雪となりま

す。近隣の市町に比べて冬期における降雪量が多くみられ、豪雪地帯対策特別

措置法の豪雪地帯として指定されています。 

気温は、令和２年の平年値で 15.0℃、年間降水量は 2,526.5 ㎜となっていま

す。 
 

（３）土地利用 

土地利用の状況は、町域の８割近くが山林で占められ、このうち北部及び南

部山地を中心に揖斐関ケ原養老国定公園に指定されるなど、良好な自然環境を

形成しています。残る平坦地においては、農地や宅地などの利用がなされてお

り、住宅、商店、工場、公共施設などが連担する関ヶ原駅周辺や国道沿線の市

街地は用途地域に指定され、この周辺に農地及び農村集落が分布しています。 

 

（４）道路・交通 

本町には、名神高速道路関ヶ原ＩＣがあり、広域的なアクセスが確保されて

いるほか、国道 21 号、国道 21 号関ケ原バイパス、国道 365 号を軸に、県道３

路線、町道 400 路線により道路網が形成されています。 

公共交通については、ＪＲ東海道本線が走り、関ヶ原駅が設置されています。

また、自主運行路線バスのほか、関ケ原町ふれあいバス（巡回コミュニティバ

ス）を運行しています。 
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２．人口の動向等 

 

（１）人口の動向 

①総人口等の状況 

本町の総人口等の推移をみると、総人口は減少傾向で推移しており、令和２

年には 6,610 人となっています。また、年齢階級別人口をみると、年少人口

（0-14 歳）、生産年齢人口（15-64 歳）は一貫して減少しており、高齢者人口

（65 歳以上）は増加傾向で推移してきましたが、平成 27 年から令和２年にかけ

て減少傾向に転じています。高齢化率は令和２年で 40.1％となっており、国

（28.6％）、県（30.4％）を大きく上回っています。 

 

▼総人口等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 ※総人口には平成 22 年に９人、令和２年に 39 人の年齢不詳を含む。 

※令和２年の高齢化率は年齢不詳補完結果による。 

 

▼高齢化率の比較（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 ※割合は年齢不詳補完結果による。 
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②人口減少の動向 

本町の平成 27 年から令和２年の５年間における人口増減率について、西濃地

域の市町と比較すると、減少率が-10.9％と最も高くなっています。 

 

▼人口減少の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年・令和２年国勢調査 

③純移動数の動向 

本町の年齢階級別での人口移動状況をみると、20～24 歳、25～29 歳の若い層

で転出が多くなっています。進学・就職時に町外に転出していることがうかが

えます。 

 

▼純移動数の動向（平成 27年→令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年・令和２年国勢調査 
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④出生数の動向 

本町の出生数は、おおむね減少傾向にあり、令和元年では年間 23 人となって

います。また、合計特殊出生率（１人の女性が生涯に何人の子どもを産むかの

平均）の推移をみると、平成 30 年に 1.30 に増加しましたが、令和元年では

1.04となっています。 

▼出生数・合計特殊出生率の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜県「西濃地域の公衆衛生」 

⑤昼夜間人口の状況 

本町の昼夜間人口の状況をみると、総人口の人口減少に伴い、昼間人口、夜

間人口（常住人口）ともに減少傾向で推移していますが、町外から本町へ通勤

して従業している「従業人口」が多いことから、昼夜間人口比率（夜間人口 100

人あたりの昼間人口の割合）は増加しています。 

 

▼昼夜間人口の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（２）世帯の状況 

①一般世帯の状況 

本町の一般世帯（総世帯から施設等の世帯を除いた世帯）の推移をみると、

減少傾向で推移し、令和２年で 2,503 世帯となっています。また、１世帯あた

り人員も減少し、令和２年で 2.64人となっています。 

 

▼一般世帯等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

②高齢者世帯の状況 

本町の高齢者世帯の状況をみると、高齢者夫婦世帯、高齢者単身世帯ともに

増加傾向にあります。令和２年では高齢者夫婦世帯は 494 世帯、高齢者単身世

帯は 351世帯となっており、支援の必要な世帯が増加しています。 

 

▼高齢者世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（３）就業構造 

 

本町の就業者の推移をみると、減少傾向で推移し、令和２年では就業者総数

は 3,264 人、第１次産業就業者は 137 人、第２次産業就業者は 1,257 人、第３

次産業就業者は 1,849人となっています。 

また、就業者の構成割合を令和２年で比較すると、国、県に比べて第２次産

業就業者の割合が多い特徴がみられます。 

 

▼就業人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

▼産業別就業者構成割合の比較（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 ※割合は不詳補完結果による。 
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（４）就業人口と従業人口の状況 

 

本町の就業者の従業地の状況をみると、町内に居住している就業者数（就業

人口）は 3,264 人のうち、1,451 人が町内、1,800 人が町外で就業しています

（就業者数には 13人の「不詳」を含む）。 

町外で就業している人の就業先（勤務先）をみると、大垣市が 649 人で最も

多く、次いで垂井町が 358人、養老町が 124人となっています。 

一方、町内の企業等で就業している人（従業人口）は、3,392 人となっており、

そのうち町民が働いている人数は 1,451 人、町外から本町へ通勤して従業する

人は 1,918人となっています（従業人口には 23人の「不詳」を含む）。 

町外から本町へ通勤して従業している人は、大垣市が 621 人で最も多く、次

いで垂井町が 510 人、米原市が 157人、養老町が 93人などとなっています。 

本町は町外から本町へ通勤して従業

している「従業人口」（流入人口）が多

い特徴がみられ、このことは町内企業

で多くの雇用が確保されている「雇用

力」があることを示しています。こう

した状況を踏まえ、町内への定住促進

を図る「職住近接」を支援する施策に

より、社会減を抑制できる可能性があ

ります。 

また、年齢別で従業地をみると、20

代、30 代の若い世代では町外で従業し

ている割合が高くなっています。 

 

▼町外での就業先上位       ▼町外からの従業者上位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 

流出人口
A

流入人口
B

比率
(B/A）

大垣市 27,757 31,721 114.3%
海津市 7,964 5,164 64.8%
岐南町 8,216 8,071 98.2%
笠松町 7,182 5,279 73.5%
養老町 7,163 5,208 72.7%
垂井町 7,044 4,992 70.9%
関ケ原町 1,790 1,918 107.2%
神戸町 5,958 4,071 68.3%
輪之内町 3,157 3,315 105.0%
安八町 4,767 3,474 72.9%
揖斐川町 4,556 4,431 97.3%

▼流出・流入人口の比較 

 

資料：令和２年国勢調査 
※流出人口は町外での就業者から就業先不明を除く。 
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総数 町内で従業 町外で従業 不詳
町外での
従業者割合

総数 3,264 1,451 1,800 13 55.1%

15～19歳 36 13 23 0 63.9%

20～24歳 175 51 124 0 70.9%

25～29歳 193 65 128 0 66.3%

30～34歳 203 62 139 2 68.5%

35～39歳 217 78 138 1 63.6%

40～44歳 284 112 171 1 60.2%

45～49歳 359 132 226 1 63.0%

50～54歳 382 150 232 0 60.7%

55～59歳 362 155 206 1 56.9%

60～64歳 366 162 202 2 55.2%

65～69歳 292 166 124 2 42.5%

70～74歳 228 164 62 2 27.2%

75～79歳 109 89 19 1 17.4%

80～84歳 44 39 5 0 11.4%

85歳以上 14 13 1 0 7.1%

男 1,793 758 1,029 6 57.4%

15～19歳 20 8 12 0 60.0%

20～24歳 86 22 64 0 74.4%

25～29歳 106 39 67 0 63.2%

30～34歳 114 37 76 1 66.7%

35～39歳 120 40 79 1 65.8%

40～44歳 149 53 95 1 63.8%

45～49歳 191 69 121 1 63.4%

50～54歳 212 79 133 0 62.7%

55～59歳 187 71 115 1 61.5%

60～64歳 188 70 118 0 62.8%

65～69歳 177 90 87 0 49.2%

70～74歳 144 97 46 1 31.9%

75～79歳 63 52 11 0 17.5%

80～84歳 30 25 5 0 16.7%

85歳以上 6 6 0 0 0.0%

女 1,471 693 771 7 52.4%

15～19歳 16 5 11 0 68.8%

20～24歳 89 29 60 0 67.4%

25～29歳 87 26 61 0 70.1%

30～34歳 89 25 63 1 70.8%

35～39歳 97 38 59 0 60.8%

40～44歳 135 59 76 0 56.3%

45～49歳 168 63 105 0 62.5%

50～54歳 170 71 99 0 58.2%

55～59歳 175 84 91 0 52.0%

60～64歳 178 92 84 2 47.2%

65～69歳 115 76 37 2 32.2%

70～74歳 84 67 16 1 19.0%

75～79歳 46 37 8 1 17.4%

80～84歳 14 14 0 0 0.0%

85歳以上 8 7 1 0 12.5%

▼５歳階級別にみた住民の従業地の状況（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年国勢調査 
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３．住民の意向 

 

（１）アンケート調査結果によるまちづくりへの思い 

令和２年に実施した都市計画マスタープラン策定のためのアンケート調査

（配布数：1,500、回収数：654、回収率：43.6％）において、今後のまちづく

りに関する設問結果は次のとおりとなっています。 

①住まいの地域の生活環境に関する満足度・重要度 

地域の生活環境について、満足度が低く、重要度が高い項目は「日常の買い

物のしやすさ」、「医療施設の充実」が突出しています。 

 

▼住まいの地域の生活環境に関する満足度・重要度 
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医療、福祉、健康増進施設等が充実した、みんなが健康で安心し

て暮らせるまち

お店や金融機関などの生活利便施設が身近にある便利に暮らせる

まち

多様な働く場が充実した、町内で働き暮らすことができるまち

関ヶ原古戦場や壬申の乱等を活かした、歴史を体感できるまち

教育環境が充実している子育てしやすいまち

防災性・防犯性に優れた安全・安心なまち

公共交通や徒歩での移動が充実した、歩いて暮らせるまち

身近な生活基盤（生活道路や公園・緑地など）が整ったまち

ＪＲ関ヶ原駅周辺にまちの機能が集約したコンパクトなまち

豊かな森林や水辺のある自然の潤いに満ちたまち

住宅中心の静かで落ち着いた生活のできるまち

林業や農業資源等の自然の恵みを生かした産業が盛んなまち

その他

n=654 (％)

②関ケ原町が目指すべきまちの姿 

今後のまちづくりについては、「医療、福祉、健康増進施設などが充実した、

みんなが健康で安心して暮らせるまち」が 56.4％と最も高く、次いで「お店や

金融機関などの生活利便施設が身近にある便利に暮らせるまち」が 44.5％、「多

様な働く場が充実した、町内で働き暮らすことができるまち」29.7％の順とな

っています。 

▼関ケ原町が目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子ども議会からの提案 

令和４年２月 22 日に開催された「子ども議会」で、今後のまちづくりについ

て、小学生から提案がありました。提案内容の概要は次のとおりとなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

◇メナードランド跡地へ工場、大型商業施設を誘致する。 
◇関ケ原町の品物のブランド化、品質の良さを発信する。 
◇地元で買い物してもらえるようにする。 
◇日本の歴史を学べる大学などの施設をつくる。 
◇移住・定住する人を増やすため空き家バンクの存在を発信していく。 
◇空き家バンクを身近なものにするためリーフレットを作成して周知する。 
◇旧北小学校跡地に様々な年齢の子どもが遊べる公園をつくる。 

◇町の高齢者福祉の取り組みを高齢者に知ってもらうパンフレットをつくる。 
◇関ケ原の魅力を伝えるストーリー性のあるＰＲ動画を作成する。 

提案概要 
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４．町の特性 

 

これからのまちづくりにおいて、まちの特性やこれまでのまちづくりの成果

など地域資源を最大限に生かし、関ケ原町らしいまちづくりを進めることが重

要です。こうした本町の代表的な特性を整理すると次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本町は、かつて中山道、北国街道、伊勢街道の３つの街道が出会う東西の結節点であ

り、戦国の世から泰平の世へと移行する舞台となった「関ヶ原古戦場」をはじめ、「壬

申の乱」、「不破関跡」、「中山道宿場町（関ケ原宿、今須宿）」、東洋一の規模を誇った

「玉の火薬庫跡」とともに、東西が混合する食文化や風習など数多くの観光資源があり

ます。 

 
全国有数の知名度を誇る「関ヶ原古戦場」をはじめ、旧中山道の街道筋、東西の
歴史・文化が融合するまち 

特性１ 

本町には、国道 21 号、ＪＲ東海道本線が通り、さらには名神高速道路関ヶ原ＩＣを

有し、中部圏、関西圏の双方へのアクセスが容易であることに加え、東海環状自動車道

西回りルートの全線開通が予定されており、広域的な交通立地条件の一層の向上が期待

されています。 

 
広域的な交通立地条件に恵まれたまち 

特性２ 

本町は、町域の８割近くが山林で占められ、このうち北部及び南部山地を中心に揖斐

関ケ原養老国定公園に指定されるなど、豊かな自然環境を有しています。また、こうし

た自然環境と関ヶ原古戦場をはじめとする歴史的景観、旧街道や農林業、交通、産業等

に関わる人々の暮らしが調和した景観づくりを進めています。 

 
豊かな自然環境に恵まれ、歴史と暮らしが調和した景観を育むまち 

特性３ 

本町は、町外から本町へ通勤して従業している「従業人口」が多い特徴がみられ、

このことは製造業を中心に町内企業で多くの雇用が確保されている「雇用力」がある

ことを示しています。こうした状況を踏まえ、町内への定住促進を図る「職住近接」

を支援する施策により、社会減を抑制できる可能性があります。 

 
製造業を中心に雇用力のあるまち 

特性４ 
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わが国では、出生数が一貫して減少し、少子化が一層深刻化しつつあるととも

に、人口も急速に減少してきており、このままでは、自治体の維持・存続が困難に

なるという指摘もみられます。 

本町においては、令和３年４月１日に町内全域が過疎地域に指定されるなど、予

想を上回る勢いで人口減少が進んでおり、特に 20 代を中心とした若者の町外への転

出が顕著にみられ、出生数も減少しています。 

今後のまちづくりにおいては、すべての分野において移住・定住を促す環境づく

りの視点を一層取り入れていく必要があります。 

 
急速に進む人口減少、若者の町外への流出への対応 

課題１ 

５．後期基本計画で対応すべき主な課題 

 

本町を取り巻く社会環境は大きく変化しており、時代潮流をはじめ、近年の

人口動向をもとに、後期基本計画において対応すべき主な課題は、次のとおり

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

わが国では、間もなく団塊世代が後期高齢者となる 75 歳を迎えるなど、超高齢社

会がさらに進んでいくことを踏まえ、すべての世代が安心して暮らすことのできる

全世代型社会保障制度の仕組みづくりを進めています。 

また、人生 100 年時代が現実となりつつある中、年齢や性別によらず、誰もが生

きがいを持ち、ともに支え合いながら安心して暮らせる地域共生社会の実現に向け

た取り組みが求められています。 

本町においては、高齢化率が 40％を超え、少子高齢化の進展や人口減少の進行に

より、多くの地域においてコミュニティの弱体化や崩壊が懸念されています。 

このため、少子化や超高齢社会などの人口構造の変化に対応した取り組みを進め

ていく必要があります。 

 
少子化や超高齢社会などの人口構造の変化に対応した取り組み 

課題２ 
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国内市場の縮小やグローバル化の進展などにより、製造業等の経営環境は大きく

変化しており、農業では農家数・生産額の減少、商業では空き店舗の増加など、本

町の産業は厳しい局面にあり、新たな成長への対応が重要となっています。 

本町では、令和２年 10 月に「岐阜関ケ原古戦場記念館」が開館するなど、全国有

数の知名度を誇る「関ヶ原古戦場」を生かした、さらなる集客と情報発信が期待さ

れます。 

今後は、観光・交流を軸に、地域資源を生かした商品開発や民間資本の導入を進

めるとともに、企業誘致による雇用の場の確保、起業支援など地域産業の活性化を

推進する必要があります。 

 
地域資源を生かした観光・交流の推進と地域産業の活性化 
 

課題３ 

若い世代の定住を促進し、次の代を担う人材を確保、育成していくためにも、子育

て支援施策の一層の充実を図り、子どもを安心して生み、育てられる環境づくりをし

ていくことが必要です。 

また、教育環境の整備、家庭や地域における教育の推進など、子どもがいきいきと

健やかに成長することができるまちづくりが求められています。 

本町においても、保育ニーズに対応した保育環境の整備や小中一貫した指導による

学校の教育力の向上を図るとともに、家庭、学校、地域等の連携を強化することによ

り、一体となって子どもを育成するための環境づくりをしていく必要があります。 

 
次世代を担う人を育む、子育て・教育環境の充実 

課題４ 

人口減少による地域経済の縮小に伴い、税収減が懸念されることに加え、高齢化の

進行により社会保障費の増加が見込まれるなど、地方自治体の行財政運営は厳しさを

増しています。 

また、新型コロナウイルス感染症は、私たちの社会・経済活動に大きな影響を与

え、感染拡大の結果として、ニューノーマルと呼ばれる新しい日常や働き方が定着し

つつあります。 

さらに、近年、ＩＣＴをめぐる技術は我々の想像を超えるスピードで進展し、スマ

ートフォンやＩｏＴの普及、ネットワークの高速・大容量化が進み、生活のあらゆる

場面での活用が図られています。また、ロボットやＡＩ（人工知能）など、人々の生

活をよりよいものへと変革する「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」の

推進により、新たな未来社会である Society5.0 の実現を目指す取り組みが進められ

ています。 

本町においても、ニューノーマルの時代に即した新たな技術の活用による住民サー

ビスの向上をはじめ、効率的で持続可能な行財政運営を図っていく必要があります。 

 
新しい日常とＤＸへの対応、効率的で持続可能な行財政運営の推進 

課題５ 
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第２部 後期基本計画 
 

第１章 重点テーマ 
 

１．重点テーマについて 

 

人口減少が急速に進む中、本町が取り組むべき後期基本計画５年間の最重要

課題は、「人口減少問題への対応」です。 

すべての住民が本町に愛着を持ち、ずっと住み続けたいと思うまちづくり、

町外の人々が本町に魅力を感じ、住んでみたいと思うまちづくりを進めていく

ためには、雇用の場の確保や住宅の整備、移住・定住の支援などの職場・住ま

いに関する直接的な取り組みだけではなく、活力ある地場産業の育成、保健・

医療・福祉環境の整備、快適で安全・安心できる生活環境の整備、特色ある教

育・文化環境の整備など、様々な分野における取り組みを住民と協働しながら

一体的に進めなければなりません。 

また、本計画の推進にあたっては、前期基本計画での取り組みを継承すると

ともに、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「過疎地域持続的発展計画」、「国

土強靭化地域計画」、「まちづくりマスタープラン」などの各種計画との整合性

を図りつつ、町が直面している大きな課題に対応していく必要があります。 

このため、本町の対応すべき課題を踏まえ、特性・資源を生かした特色ある

まちづくりを進めていくため、後期５年間のまちづくりにおいて、分野横断的

な対応等により特に重点的に取り組む重点テーマを設定します。 

なお、重点テーマを構成する重点施策については、実施計画において具体的

かつ効果的な実施事業を設定し、限られた財源の重点配分を図り、積極的に推

進していくこととします。 
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２．後期基本計画における重点テーマ 

 

本計画では、町の直面する最重要課題である「人口減少問題」に対応し、安

心して暮らせる地域づくりと移住・定住を促進し、まちの活力を創出する観点

から、次の重点テーマを設定し、関連する施策・事業の重点的な推進を図りま

す。 

 

▼後期基本計画における重点テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安心できる暮らしを 
「支え・広げる」 

重点テーマ 

１ 

魅力とにぎわいを 
「生かし・創る」 

重点テーマ 

２ 

笑顔あふれ 活気みなぎる 

古戦場のまち せきがはら 

将来像 

人口減少問題への対応 

後期基本計画における最重要課題 

◎少子高齢化など人口構造の変化に対応し、笑顔で暮らせる地域をつくる 

◎観光・交流の振興を図り、移住・定住を促し、まちの活気を創出する 
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■目的 

核家族化の進行や住民同士の関係の希薄化により、子育て家庭の孤立化が問

題視されつつあり、育児への負担や不安を感じている人が増加しています。こ

うした中、子どもを安心して産み育てられる途切れのない子育て支援や、一人

ひとりに応じたきめ細かな教育など、地域で子育てしやすい環境づくりを進め

ることは、若い世代の移住・定住を促進する上でも重要な取り組みとなります。 

また、超高齢社会となる中、ひとり暮らしの高齢者をはじめ、介護が必要な

方や認知症の方などが、住み慣れた地域で暮らしていくために必要な支援が求

められています。 

さらに、住民同士の交流の減少や地域連帯感の希薄化がみられ、コミュニティ

の弱体化や崩壊が懸念されています。 

このため、地域での活動を担う人を育て、ともに助け合う機能やコミュニティ

機能を再生し、安心できる暮らしを「支え・広げる」まちづくりを進めます。 

■取り組み内容 

①安心して子育てができる地域づくり 

地域全体で子育て家庭を支援していくという視点に立ち、子育ての不安や悩

みを解消し、安心して妊娠・出産・子育てができる環境を提供するため、多様

化するニーズに応じた子育て支援の充実を図ります。また、まちの将来を担う

子どもたちが、いきいきと学び、健やかに育つ教育環境づくりを進めます。 

 

主な取り組み  

○保育サービスの充実 

○子育て支援センター（仮称）の整備 

○保育園の統合及び新設 

○子育て応援給付金の給付 

○子どもと親の健康の増進 

○幼少期からの教育環境の充実 

  

関連するＳＤＧｓ 

安心できる暮らしを 
「支え・広げる」 

重点テーマ 

１ 
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②安心できる支え合いの仕組みづくり 

日常から災害時においても機能する、身近な支え合いの仕組みづくりを進め

ることで、誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めます。 

 

主な取り組み  

○日常生活支援の充実 

○困りごとサポートの充実など地域の協力体

制整備 

○高齢者が集い様々な活動が行える居場所の

確保 

○認知症カフェの開催支援 

○訪問診療や訪問看護・介護など在宅医療・

介護の充実 

○医療・福祉施設の充実 

○自主防災組織の育成・強化 

○個別避難計画の策定促進 

 

③地域活動の活性化 

自主的かつ自立的な魅力ある地域づくり、支え合う地域づくりに向け、自治

会等の自主的な地域活動の活性化を図ります。 

 

主な取り組み  

○今須小中学校跡地の活用 

○中央公民館機能を有したコミュニティ施設

の整備 

○特色ある地域づくりへの支援 

○自主的な景観形成活動の支援 

○５Ｇやインターネット技術を活用した地域

振興策の検討 

○多様性を認め合うまち（ダイバーシティ）

の構築に向けた交流の場の確保 

■目標指標 

項 目 単位 現状値(R3) 目標値(R9) 

①安心して子育てができる地域づくり 

乳幼児家庭訪問 ％ 83 100 

子育てコミュニティ参加者数（延べ人数） 人 637 1,000 

②安心できる支え合いの仕組みづくり 

認知症カフェ参加数（延べ人数） 人 56 100 

個別避難計画の策定 ％ 22.9 100 

③地域活動の活性化 

地域活性化振興補助金制度活用件数（期間累計） 件 0 5 

※「期間累計」とある項目の目標値は計画期間（令和５年度～令和９年度）の累計の値となります。現状値は参

考値として令和３年度における単年度の実績値を掲載しています。また、目標値の評価については令和５年度

からの実績値により達成状況を把握します。 
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■目的 

本町の地域活力の向上と交流人口の増加、地域づくりのための観光という視

点から、観光協会等との連携のもと、既存観光資源の一層の充実・活用や観光

ＰＲ活動の強化をはじめ、自然、歴史と暮らしが調和した景観形成など魅力あ

る観光地づくりに向けた多面的な取り組みを積極的に進めていく必要がありま

す。 

また、製造業を中心に町内企業で多くの雇用が確保されている「雇用力」が

あることから、町内への定住促進を図る「職住近接」を支援する施策により、

人口減を抑制できる可能性があります。 

このため、本町の農林業を中心に、将来に向けた担い手の確保に対する支援

を行うとともに、関ヶ原古戦場など本町の誇る地域資源を活用した観光・交流

の振興を図り、移住者の定住を促進し、魅力とにぎわいを「生かし・創る」ま

ちづくりを進めます。 

 

■取り組み内容 

①観光・交流による交流人口・関係人口の拡大 

全国有数の知名度を誇る「関ヶ原古戦場」を活用した観光・交流の促進をは

じめ、自然、歴史と暮らしが調和した景観形成など地域の魅力向上と情報発信

により本町への交流人口・関係人口の拡大を図ります。 

 

主な取り組み  

○岐阜関ケ原古戦場記念館と連携した戦国武

将観光コンテンツの展開 

○古戦場のさらなる魅力向上 

○観光に関わる人材発掘・養成 

○ＳＮＳなどデジタルコンテンツを活用した

観光ＰＲ活動 

○インバウンド対策の充実 

○重点区域の指定 

 

関連するＳＤＧｓ 

魅力とにぎわいを 
「生かし・創る」 

重点テーマ 

２ 
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②地域産業の振興と雇用の場の確保 

各産業での担い手、後継者の育成を図るとともに、農林業でのブランド化の

推進、観光や各産業の連携による地場産業の振興、企業誘致や起業への支援を

行います。 

 

主な取り組み  

○担い手、後継者の育成支援 

○第２次産業、第３次産業と連携した特産品

開発 

○ＩＣＴを用いた技術の導入 

○商業施設の誘致 

○新規企業の立地促進・支援 

○起業支援 

 

③移住・定住対策の推進 

ＵＩＪターン希望者への支援体制をはじめ、空き家バンク制度を活用した空

き家の有効活用、住宅開発・住宅取得への支援など移住・定住対策の充実を図

ります。 

 

主な取り組み  

○Ｕターン・Ｉターン支援事業の推進 

○空き家バンク制度の充実・周知 

○住宅取得に対する支援の充実 

○民間分譲宅地開発支援奨励金制度の充実 

○空き家リフォーム補助金制度の充実 

○空き家家財道具等処分補助金制度の充実 

■目標指標 

項 目 単位 現状値(R3) 目標値(R9) 

①観光・交流による交流人口・関係人口の拡大 

観光入込客数 万人 48.1 100.0 

外国人観光客数 人 368 1,000 

②地域産業の振興と雇用の場の確保 

起業支援補助金対象事業者数（期間累計） 人 1 5 

新規企業誘致数（期間累計） 社 0 2 

③移住・定住対策の推進 

空き家バンク成約件数（期間累計） 件 4 30 

移住定住促進住宅支援事業補助金制度活用件数 
（期間累計） 

件 6 30 

※「期間累計」とある項目の目標値は計画期間（令和５年度～令和９年度）の累計の値となります。現状値は参

考値として令和３年度における単年度の実績値を掲載しています。また、目標値の評価については令和５年度

からの実績値により達成状況を把握します。 
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第２章 後期基本計画 
 

基本目標１ 地域資源を生かした活力あるまちづ

くり 
 

１．農林業 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【農業】 

農業は、食料の安定供給はもとより、国土や自然環境の保全、地域における

雇用機会の創出、文化・教育の場の提供など、人々の生活に重要な役割を果た

しています。しかし、わが国の農業をめぐる環境は、生産額の減少、就業者の

高齢化、農地の荒廃など厳しい状況にあります。 

本町では、古くから水稲作を主体とした農業が営まれ、中山間の自然的条件

を生かして、そば、野菜などが生産されています。 

これまで、関係機関・団体との連携のもと、農地や農道等の農業生産基盤の

整備をはじめ、担い手の育成、農地利用の集積など農業の振興に向けた各種の

支援施策を積極的に推進してきました。 

しかし、長期にわたる米価の低迷をはじめ、農家数の減少や農業者の高齢化、

担い手不足、これらに伴う耕作放棄地の増加、さらには野生鳥獣による農産物

被害の増加といった問題が一層深刻化し、農業の総体的な活力低下が懸念され

ています。 

このため、今後は、生産者、関係機関・団体、行政等の連携を一層強化し、

農業生産基盤の充実や耕作放棄地の解消・拡大防止を進めるとともに、意欲あ

る多様な担い手の育成・確保、ＩＣＴの活用やドローンなどのスマート農業技

術の導入支援など、多面的な支援施策を一体的に推進する必要があります。 
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【林業】 

森林は、木材生産のみならず、国土の保全や水源のかん養、保健休養、山地

災害の防止、自然環境の保全など、多面的な機能を有しており、人々の生活と

密接に結びついています。 

本町では、関係機関・団体との連携のもと、林道・作業道等の林業生産基盤

の整備や計画的な森林整備を進めてきたほか、今須地区での「今須杉」のブラ

ンド化に取り組んできました。 

また、野生鳥獣による皮剥被害や幼齢木の食害を防ぐために捕獲活動を実施

してきました。 

しかし、木材価格の低迷、林業従事者の高齢化などにより必要な施業が行き

届かず、林業の活性化、山林の公益的機能を阻害していることが課題となって

います。 

今後も、森林が将来にわたって適正に整備・管理され、木材生産機能をはじ

め森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、「森林整備計画」などに基

づき、計画的な森林整備を進めていく必要があります。 

主要施策 

（１）農業生産基盤の充実 

①農地や農道、用排水施設・ため池等の農業生産基盤について、老朽化の状

況等を踏まえ、受益者が主体となった適正な維持管理や補修・更新に対す

る支援を図ります。 

 

（２）耕作放棄地の解消・拡大防止 

①関係機関・団体と連携のもと、耕作放棄地に関する調査データの整理・提

供や効果的な活用方法を提案し、解消・拡大防止を推進します。 

②荒廃農地の発生の一因となっている水田畦畔の管理について、スマート農

業技術を活用した自走式草刈機等の導入や、防草シートの敷設及びカバー

プランツの導入等、省力化を図る取り組みを支援し、荒廃農地の発生防止

を図ります。 

 

（３）多様な担い手の育成・確保 

①経営指導の強化や農地の集積､農作業の受委託の促進等を通じ、意欲ある中

核的な農業者や生産組織の育成・確保を図るとともに、農業法人を支援し

ます。 

②情報提供や研修・交流機会の提供等を通じ、農業後継者や新規就農者の育

成・確保、地域外農業者の受入れ、農業参入企業の誘致を推進します。 
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③ＩＣＴを用いた技術の導入等、作業の省力化・効率化に取り組み、農地集

積を図る農業者を支援します。 

④法人化した集落営農組織の労働力不足解消のため、農業機械の共同利用、

オペレーターの相互協力、組織再編など多様な取り組みを支援します。 

 

（４）農産物及び農産物加工品の開発支援 

①関係機関・団体との連携のもと、農業者の所得向上につながる農産物の新

たな品目生産に対する支援施策を推進します。 

②第２次産業、第３次産業と連携した特産品開発、販売体制の充実などに向

けた取り組みを支援し、農産物の需要促進を図ります。 

 

（５）鳥獣被害防止対策の推進 

①関係機関・団体との連携のもと、鳥獣被害防止対策を推進します。 

②捕獲隊の高齢化が進む中、補助者制度を活用して意欲のある若い人材の育

成、確保を推進します。 

③鳥獣害防止柵等の設置やＩＣＴを用いた技術を導入し、鳥獣被害の対策を

進めます。 

 

（６）林業生産基盤の整備と森林整備の促進 

①森林施業の効率化を図るとともに､森林の持つ多面的機能を総合的かつ高度

に発揮させるため、関係機関との連携のもと、林道や作業道等の整備を推

進します。 

②「森林整備計画」などに基づき、森林区分とその施業方針に従い、造林・

保育等の計画的な森林施業を促進します。 

③森林を住民共有の財産ととらえ、水資源のかん養や洪水・山崩れ防止など

の森林の持つ公益的機能の維持・回復に努めます。 

④今須地区の「今須杉」のブランド化を進め、知名度の向上を支援します。 

⑤西南濃森林組合等と連携し、林業従事者の育成を図ります。 

 

関連する計画 

◎農業振興地域整備計画 

◎森林整備計画 
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２．商工業 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

近年、道路・交通体系の変化や消費者ニーズの変化等を背景に、全国的に既

存商店の衰退が進み、その活性化が大きな課題となっています。 

本町の商業は、こうした商業構造の変化とともに、経営者の高齢化や後継者

不足などで一層厳しさを増しています。また、大規模な商業施設がないため、

町外への購買力の流出が顕著となっています。 

工業についても、石材業、機械関連企業が立地しており、地域の雇用の場と

して地域経済を支える重要な役割を担っていますが、景気の変動に影響を受け

やすい一面もあります。 

企業誘致については、町域の８割を森林が占める地勢により、まとまった土

地が少ないことから、令和２年度に一定規模の低未利用地において、用途地域

の変更を行うなど、受入体制の整備を図ってきましたが、企業の誘致は容易な

状況にはありません。 

このため、商工会との連携のもと、持続的な企業経営に向け、経営近代化の

促進をはじめ、時代変化に柔軟に対応した支援を行うとともに、地域経済の活

性化に向け、優良企業の誘致、起業者や事業継承者への支援、既存企業との連

携協力を図り、就業機会の確保に努める必要があります。 

 

主要施策 

（１）時代変化に即した商工業活動の促進 

①商工会との連携のもと、経営指導の強化を図り、経営革新や後継者の育成、

地域に密着した商品・サービスの提供などの促進を図ります。 

②町内業者における地域経済の発展を考え、町の将来を担う事業後継者の育

成を図るため、事業承継支援事業補助金等で支援します。 
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（２）商業環境の利便性向上 

①日常生活の利便性向上のため、商業施設の誘致を図ります。 

②空き店舗対策の強化を図ります。 

 

（３）地場産業の振興 

①事業者・団体のほか、特産品の開発支援やＰＲ活動の支援、販路拡大に向

けた取り組みなど関ケ原特有の産業のほか、町内で新しく取り組もうとし

ている事業者の振興を図ります。 

 

（４）新規企業の立地促進・支援 

①関係機関との連携のもと、企業誘致活動を展開し、新規企業の立地促進・

支援に努めます。 

 

（５）起業の支援 

①意欲ある起業者や経営革新に挑戦する企業等を支援する環境づくりを推進

します。 

 

関連する計画 

◎経営発達支援計画 

◎地域再生法に基づく地域再生計画 

◎地域未来投資促進法に基づく基本計画 
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３．観光・交流 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

近年の観光ニーズは多様化・高度化する傾向にあり、観光地には、そのニー

ズに即した魅力づくりや、着地型観光の展開が求められています。また、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大により、非対面・非接触型の観光のあり方が

求められています。 

本町には、全国的な知名度を誇り、戦国の世から泰平の世へと移行する舞台

となった「関ヶ原古戦場」をはじめ、「壬申の乱」、「不破関跡」、「中山道宿場町

（関ケ原宿・今須宿）」、東洋一の規模を誇った「玉の火薬庫跡」とともに、東

西が混合する食文化や風習など数多くの観光資源があります。 

本町では県と共同で策定した「関ケ原古戦場グランドデザイン」をもとに、

観光協会等と連携し、古戦場の保全、総合案内所の整備、観光ガイドの育成、

各種イベントの開催など観光・交流機能の充実を進めてきました。 

また、令和２年度には岐阜関ケ原古戦場記念館が開館し、中核的な交流拠点

が整備されています。 

さらに、大垣市、垂井町など近隣市町と連携し、西濃地区での周遊性のある

広域観光を進めています。 

しかし、観光客数は増加傾向にあるものの、飲食店や宿泊施設が不十分であ

ることから、経済効果をどう生み出していくかが課題となっています。また、

食文化や伝統行事、言葉のアクセントなど本町が境界になるような事象がある

ものの、東西の文化の結節点という大きな魅力が十分に生かされているとはい

えない状況にあります。 

今後、東海環状自動車道西回りルートの全線開通により、広域的なアクセス

の向上による交流人口の拡大が期待されています。 

このため、本町の地域活力の向上と交流人口の増加、地域づくりのための観

光という視点から、観光協会等との連携のもと、既存観光資源の一層の充実・

活用や観光ＰＲ活動の強化をはじめ、インバウンド対策の充実、地域と連携し

た歴史的景観の形成など魅力ある観光地づくりに向けた多面的な取り組みを積

極的に進めていく必要があります。 
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主要施策 

（１）関ケ原古戦場グランドデザインに基づく施策の展開 

①本町と県で策定した「関ケ原古戦場グランドデザイン」に基づき、岐阜関

ケ原古戦場記念館と連携した戦国武将観光コンテンツの展開と、古戦場の

さらなる魅力向上に向け、花畑の創出や眺望環境の整備など史跡整備の推

進を図ります。 

②記念館周辺のにぎわいづくりに向け、飲食や物販など体験施設の整備また

は誘致を促進します。 

③甲冑着付け体験のほか、刀作りなど古戦場ならではの体験型プログラムの

さらなる充実を図ります。 

④観光協会との連携のもと、古戦場観光の玄関口である駅前観光交流館の機

能強化をはじめ、ホームページやＳＮＳなどデジタルコンテンツを活用し、

観光ＰＲ活動を推進します。 

 

（２）観光推進体制の充実 

①すべての観光活動団体が連携し、住民総参画体制のもと、観光のまちづく

りを推進します。 

②観光協会の育成・強化を図り、観光協会が主体となる事業の実施を促進し

ます。 

③観光案内ガイドをはじめ、観光ボランティア、史跡保存ボランティアなど

の人材発掘・養成とともに、活動支援を図ります。 

④観光消費の拡大に向け、観光客へのサービス提供を行う民間企業等の参画

を促進します。 

 

（３）広域観光・文化観光の推進 

①大垣市や垂井町など県内近隣市町とは、周遊ラリーなどの共同実施を継続

するとともに、滋賀県米原市、長浜市、彦根市、愛知県岡崎市などとは、

イベントの相互出展などを通して連携の充実を図り、関ケ原合戦にゆかり

のある地域の観光資源を活用した周遊型観光を促進します。 

②東西文化の結節点である特長を生かして、東西文化の混在･融合の状況など、

文化観光への活用を行います｡また、東西対決イベントなどを誘致します。 

③県と連携のもと、県内外の学校での教育旅行先として、町内の歴史的観光

資源を活用した学習・体験プログラム等の充実とＰＲを推進します。 
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（４）インバウンド観光に向けた整備 

①岐阜関ケ原古戦場記念館や史跡めぐり、甲冑体験など既存の観光資源を活

用し、インバウンド向けの観光プログラムの造成や、外国語に対応した観

光案内ガイドの育成を図ることで、三大古戦場を中心に世界に向けて積極

的に発信し、観光誘客及び観光消費額の拡大につなげていきます。 

 

関連する計画 

◎関ケ原古戦場グランドデザイン 

◎史跡関ケ原古戦場整備計画 

 

  



 

36 

４．雇用・就労 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

地方の産業・経済の低迷が長引く中、少子高齢化の進展とも相まって、地方

における雇用情勢は非常に厳しい状況にあります。 

本町においても、雇用の場の確保に向け、新規企業の立地促進を図るととも

に、ハローワーク等と連携し、求人情報の提供を行うほか、西美濃創生広域連

携推進協議会において雇用促進に関する各事業を展開しています。 

今後も、これらの取り組みを一層充実させ、地元での雇用を促進し、職住近

接のまちづくりを進めるとともに、若者の地元就職の促進、高齢者、女性、障

がい者の雇用促進に努める必要があります。 

また、勤労生活の安定と豊かでゆとりのある生活の実現に向け、町内事業所

における福利厚生機能など働きやすい環境づくりを促進していく必要がありま

す。 

 

主要施策 

（１）雇用の場の確保と雇用の促進 

①企業立地促進事業を推進し、雇用の場の確保を図ります。 

②ハローワーク等の関係機関と連携し、セミナーや求人の情報提供に努めま

す。 

③広域連携のもと、Ｕターン・Ｉターン支援事業をはじめ、創業支援事業を

積極的に行います。 

④高齢者、女性、障がい者の年齢や適性、能力に応じた雇用機会の確保に向

け、関係機関と連携して、情報提供や相談、事業者への働きかけなどを行

います。 

⑤若年層に地元企業の魅力を継続的にアピールする仕組みづくりを検討しま

す。 

  



 

37 

（２）働きやすい環境づくりの促進 

①勤労者が健康で快適に働き、豊かで充実した生活を送れるよう、働きやす

い環境づくりを促進します。 

②ワーク・ライフ・バランスのための環境づくりに向けた事業所への啓発を

行います。 

③勤労意欲を高め、職場定着を促進するため、技能または勤務成績が優秀な

方への優良勤労者表彰を行います。 
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基本目標２ 健康で生涯暮らせるまちづくり 
 

１．子育て支援 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

現状と課題 

核家族化の進行や住民同士の関係の希薄化により、子育て家庭の孤立化が問

題視されつつあり、育児への負担や不安を感じている人が増加しています。 

本町には、保育所型認定こども園が２園（東保育園、西保育園）あり、保育

サービスの充実を図るとともに、子育て支援の強化や様々な機会を通じた情報

提供に努めてきました。 

また、子育て世代包括支援センターを立ち上げ、妊産婦・乳幼児等の状況を

継続的・包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談に対応するとともに、関係機

関と連携して、妊産婦や乳幼児に対して途切れのない支援を実施してきました。 

さらに、令和４年度に産後ケア事業として、助産師による訪問型の支援事業

を開始するとともに、子ども家庭総合支援拠点を設置しています。 

しかし、保育士の確保難や保育施設の老朽化とともに、急激な少子化による

施設のあり方が課題となっています。 

また、安心して子どもを産み育てるための母子保健の充実や、コロナウイル

ス感染症やインフルエンザなど各種感染症への対応、心の健康に関するニーズ

への対応等が求められています。 

今後も、社会全体で子育て家庭を支援していくという視点に立ち、関連部

門・関係機関が一体となって、家庭や地域の保育機能を支えるための多面的な

子育て支援施策を積極的に推進していく必要があります。 

主要施策 

（１）総合的な子育て支援の充実 

①「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子ども・子育て支援新制度に

おける各種子育て支援施策を推進します。 

②利用者支援や放課後児童クラブの実施など地域の実情に応じて支援施策の

展開を図ります。 

③少子化対策と児童福祉の増進のため、引き続き子育て応援給付金の給付を

行います。 
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④妊娠期から子育て期にわたる母子保健サービスを提供する子育て世代包括

支援センターと、子育て家庭の発達相談や子育て支援に取り組む子ども家

庭相談支援拠点を子育て支援センター（仮称）の機能として集約し、本町

における子どもの総合窓口として整備していきます。 

 

（２）保育サービス等の充実 

①保育サービスの充実を図ります。一時保育については、常に利用ができる

よう職員体制や保育環境の整備を図り、ショートステイ及び病後児保育に

ついては、広域的な体制整備を視野にサービスの導入を検討します。 

②多様化する保育ニーズに対応できるよう、保育施設の充実を図ります。 

③未満児の保育料等について、軽減措置等の充実を図ります。 

④少子化と建物の老朽化を踏まえ、保育園の統合及び新設など、保育環境の

変化に対応した施設運営や整備を図ります。 

 

（３）子どもと親の健康の増進 

①安心して妊娠・出産・子育てができるよう、乳児全戸家庭訪問、健康診査、

健康相談、子育て教室など関係機関と連携し、途切れのない支援を推進し

ていきます。 

②子育て世帯やひとり親家庭等の医療費負担に対する支援を継続します。 

 

（４）要保護児童等への対応の推進 

①児童相談所、民生委員・児童委員等との連携のもと、要保護児童対策地域

協議会及び児童虐待ネットワークを中心とした児童虐待への対応を図りま

す。 

 

（５）結婚を希望する方や不妊に悩む方への支援 

①社会福祉協議会等と連携し、町内の独身者を対象とした出会いの場の確保

をはじめ、個別結婚相談など「おせっかい」ができるサポーター人材の育

成など、結婚を希望する方への支援を図ります。 

②不妊治療への助成など不妊に悩む方への支援を検討します。 

③結婚新生活支援金（引っ越し費用などの助成）の啓発周知を図り、本町で

新生活をスタートする夫婦を応援します。 

関連する計画 

◎地域福祉計画 

◎子ども・子育て支援事業計画 
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２．高齢者施策 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

わが国では、世界に例をみないスピードで高齢化が進んでおり、超高齢社会

が到来しています。 

特に本町では、国や県の水準を上回る勢いで高齢化が進み、令和２年国勢調

査での高齢化率は 40.1％となっています。 

本町では、高齢者の社会参加・生きがい施策の推進をはじめ、介護予防・日

常生活支援の充実、地域包括ケアシステムの推進、介護保険制度の適正運営な

ど、国の制度改正を踏まえ、住民ニーズに即した高齢者施策を推進してきまし

た。 

また、医療ケアを必要とする要介護者への支援として、看護小規模多機能型

居宅介護事業所の開設や訪問看護ステーションの充実を図ってきました。 

しかし、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）をめどに本町の高

齢化も加速していくことが予想されており、これに伴い、介護・支援を必要と

する高齢者やひとり暮らし高齢者、認知症高齢者の増加がさらに見込まれます。 

こうした中、地域の高齢者が孤立化しないための見守り体制の強化、居場所

づくりなど高齢者支援の充実とともに、介護サービス以外のサービス提供に必

要な地域資源が不足していることが町全体の大きな課題となっています。 

今後も、地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者福祉、介護・認知症施

策を着実に推進し、すべての高齢者が元気で生きがいを持ち、いつまでも自分

らしく暮らせるまちづくりを進めていく必要があります。 

主要施策 

（１）保健・福祉サービスの充実 

①高齢者の介護予防・健康づくりに向け、関係機関の連携を強化し、健診・

指導や健康教育・相談など各種保健・福祉サービスの充実を図ります。 

②緊急通報システム事業や配食サービス利用料助成事業など在宅生活を支援

する福祉サービスの充実を図ります。 

③社会福祉協議会等と連携し、高齢者の買い物支援、移動支援などの仕組み

づくりを図ります。 

④高齢者に対する介護予防策として、地域支援事業（介護予防事業、包括的
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支援事業、任意事業）を実施し、総合的な介護予防システムの定着に努め

ます。 

 

（２）生きがいづくりと社会参加の促進 

①高齢者が生きがいを持って豊かな生活を送れるよう、老人クラブ活動の支

援をはじめ、ボランティア活動の促進、学習・健康づくり・交流の場の提

供に努めます。 

②高齢者の経験・知識・技能が発揮できるよう、シルバー人材センターへの

支援など就業、社会参加を促進します。 

③「ただ長く生きる」のではなく「よりよく生きる」という「生活の質」を

重視した、やりがい・生きがい活動を検討していきます。また、元気な高

齢者が集い様々な活動が行える場所についても検討します。 

 

（３）認知症対策の推進 

①認知症の早期診断・早期対応に向けた認知症初期集中支援チームの体制整

備を図るなど認知症対策を推進します。 

②認知症についての知識の普及や認知症サポーターの養成など、認知症にな

っても暮らしやすい地域体制づくりを推進します。 

③認知症サポーター等の協力のもと、「認知症カフェ」の継続的な開催を推進

します。 

④認知症になっても安心して生活ができるよう成年後見支援制度の啓発や周

知を図ります。 

 

（４）家族介護者への支援 

①在宅で介護する方の相互交流を目的とした交流事業を実施します。 

②在宅介護の負担軽減に向け、悩みごとから息抜きまで気軽に話ができる場

を開設します。 

 

（５）介護保険事業の適正な運営 

①「老人福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、介護給付や予防給付の実

施、制度やサービスの周知、要介護認定調査、苦情への適正な対応、サー

ビスの質の向上など介護保険事業の適正な運営を図ります。 

②介護サービス事業の充実を図るとともに、医療機関との連携を図ります。 

関連する計画 

◎地域福祉計画 

◎老人福祉計画・介護保険事業計画 
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３．障がい者施策 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

障がい者を取り巻く環境は、高齢化の進展、障がいの重度化・重複化、家族

形態の変化等に伴い大きく変化してきています。 

平成 30 年度には「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正により、障

がい者の地域生活の維持・継続のための支援や就労定着に向けた支援の充実、

障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築、障がい児サービスの提供体制

の計画的な構築等が求められています。 

本町では、関係機関と連携しながら、手帳の交付や各種の相談、障害者総合

支援法・地域生活支援事業等による福祉サービスや障がいの早期発見のための

保健・医療サービス、さらには障がい者の社会参加や就労の促進に向けた施策、

地域社会の中で障がい者が自立して暮らせるまちづくりに向けた様々な施策を

推進してきました。 

また、地域の相談支援の拠点として広域で基幹相談支援センターを設置し、

総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業を進めています。 

さらに、障がい児支援として、早期療養の充実とともに、継続的な支援に向

けた療育ネットワークの強化、インクルーシブ保育・教育を推進しています。 

今後も、障がい者への相談・情報提供体制の充実や各種サービスの充実、福

祉施設から地域生活への移行、就労機会の拡大や社会参加の促進など、障がい

者施策の総合的推進に努める必要があります。 

 

主要施策 

（１）障がい福祉サービスの充実 

①障がいの種別や程度に応じた多様なニーズに対応するため、障害者総合支

援法・地域生活支援事業等による福祉サービスの充実や事業者等と協力し

社会資源の整備を促進します。 

②障がい者が適切なサービスを利用できるよう制度周知・相談体制の充実を

図ります。 
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（２）療育支援体制の充実 

①障がいの早期発見、早期対応をするために、保健・医療・福祉・教育等の

関係機関と連携し、療育支援体制の充実を図ります。 

 

（３）障がい者の社会参加の促進 

①障がい者の社会参加の拡充に向けて、情報提供、移動支援、コミュニケー

ション支援等の充実を図ります。 

②障がい者団体の育成と活動への支援に努め、障がい者の社会参加を促進し

ます。 

③関係機関との連携のもと、相談の充実や事業所への障がい者の雇用を支援

する各種制度の周知・啓発等を行います。 

 

（４）相互理解の促進 

①障がいを持つ人と持たない人がともに生きる社会環境づくりと、障がいを

理由としたあらゆる差別の解消に向け、障がい者に対する正しい理解と認

識を深める啓発活動や教育の充実を図ります。 

 

関連する計画 

◎地域福祉計画 

◎障がい者計画 

◎障がい福祉計画・障がい児福祉計画 
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４．地域福祉 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

これまでの「福祉」は、高齢者福祉や障がい者福祉、児童福祉など、その対

象者ごとに展開することにより、サービスの効率的な提供を図ってきましたが、

様々な分野の課題が絡み合って複雑化している現状においては、それぞれの世

帯で複数の課題を抱える状況がみられます。 

このため、複雑・多様化する福祉ニーズに対応し、誰もが安心して暮らせる

「地域共生社会」を形成するためには、住民一人ひとりが福祉活動の担い手と

して各種の活動に自主的に参画する地域福祉の推進が不可欠です。 

本町では、令和２年に「第３次地域福祉計画」を策定し、支え合い、助け合

い安心して暮らせる地域社会づくりに向け、包括的な相談・支援体制の構築を

はじめ、地域福祉活動の中核的な役割を担う社会福祉協議会や民生委員・児童

委員、福祉推進員、ボランティア団体等と協働し、地域での支え合いの仕組み

づくりを進めています。 

今後も、日常生活において支援を必要とする方が増加し、地域における福祉

ニーズはますます増大・多様化することが見込まれるため、より多くの人々の

福祉活動への参画を促進し、地域ぐるみの地域福祉体制をつくりあげていく必

要があります。 

 

主要施策 

（１）福祉意識の向上 

①住民の福祉意識の向上を図るため、関係団体等と連携した福祉イベントの

開催をはじめ、福祉教育の推進、地域住民との交流など広報・啓発活動を

実施します。 

 

（２）社会福祉協議会、関係団体等の活動支援 

①社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、福祉推進員、各種関係団

体の活動支援に努め、地域に密着した各種福祉活動の活発化を促進します。 
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②ボランティアセンターの充実を図るとともに、福祉ボランティアやＮＰＯ

の育成、福祉人材の育成・確保に努めます。 

 

（３）地域での支え合い活動の充実 

①見守り活動や助け合い活動など身近な地域での福祉活動の活性化を促進し

ます。 

②ゴミ出しや買い物支援など高齢者世帯等の困りごとが解決できるよう、社

会福祉協議会が実施している困りごとサポートの充実を図り、地域の協力

体制整備に努めます。 

 

（４）バリアフリー化の推進 

①ユニバーサルデザインの考え方に基づき、高齢者や障がい者､子どもも含め、

すべての住民が不自由なく安全に安心して行動できるよう、町内のバリア

フリー化を推進します。 

 

（５）再犯防止に向けた取り組み 

①犯罪や非行をした人たちが、円滑に社会復帰できるよう、生活基盤を整え、

孤立しない環境づくりに努めます。 

②保護司会など更生保護ボランティア活動への支援や活動の周知、理解促進

など、社会復帰しやすい環境づくりに努めます。 

 

関連する計画 

◎地域福祉計画 

 

  



 

46 

５．健康づくり・医療 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

生涯にわたって健康を保ち、元気で暮らせることは、住民一人ひとりの豊か

な生活はもとより、元気なまちづくりのために欠かすことのできない要素であ

り、すべての住民の願いです。 

また、生活習慣病の増加と、これに伴う医療費の増大が大きな社会問題とな

っており、生活習慣病対策の強化が強く求められています。 

本町では、すべての住民が生涯にわたって健康に暮らせるよう、「ヘルスプラ

ンせきがはら」に基づき、保健福祉総合施設やすらぎを拠点に、健康づくりに

関する啓発活動等を推進するとともに、健康診査や健康教育、健康相談をはじ

めとする各年代に応じた保健サービスを提供してきました。 

また、こころの健康講座等を開催し、自殺予防への理解促進を図っています。 

今後も、住民の健康管理意識の向上と自主的な健康づくり活動の促進を基本

に、生涯の各期における保健サービスの一層の充実を図り、予防重視型の社会

づくりを進めていく必要があります。 

本町の医療機関をみると、国保関ケ原診療所のほかに民間の診療所が２か所、

歯科診療所が４か所あります。また、国保関ケ原診療所は令和３年度から入院

診療を休止し、外来診療のみとなり、新たに看護小規模多機能型居宅介護事業

をスタートし、医療・看護・介護の相互連携体制を確立しています。 

また、地域包括ケアシステムの実現に向け、在宅医療を推進するため、保

健・福祉・医療の連携強化が必要であり、本町の医療機関として重要な役割を

担っています。 

今後も、医療の確保は重要な課題であり、国保関ケ原診療所の医療機能の維

持とともに、関係する医療機関等との連携のもと、地域医療体制の充実を促進

していく必要があります。 
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主要施策 

（１）健康づくり意識の向上と主体的活動の促進 

①広報・啓発活動の推進や教室・講座・イベントの開催などにより、健康づ

くりに対する意識の向上や健康に対する正しい知識の普及を図ります。 

②生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、子どもから

高齢者までの食育の充実を図ります。 

③運動の習慣化をはじめ、栄養・食生活の改善やたばこ・アルコール対策、

歯の健康づくり、心の健康など、健全な生活習慣の確立に向けた住民の自

主的な健康づくり活動を促進します。 

④健康づくり活動を推進し、住民のこころ豊かで充実した生活（生活の質の

向上）、健康寿命の延伸を目指します。 

 

（２）健康診査の充実と保健指導の強化 

①保健福祉総合施設やすらぎにおける保健サービスの充実を図ります。 

②受診勧奨の強化や受診しやすい体制づくりを行い、特定健康診査や各種が

ん検診などの受診率の向上施策を展開します。 

③生活習慣病予防のための食生活改善や運動習慣の定着など生活習慣改善指

導の充実を図ります。 

 

（３）国保関ケ原診療所の医療機能の維持 

①医師・看護師等の確保・維持に努め、医療サービスの充実を図ります。 

②診療所施設や設備の適切な維持管理を図るとともに、効率的で健全な経営

を目指した業務改善に努めます。 

③関係機関との連携により、医療・保健・福祉の総合的サービスの充実を図

ります。 

④訪問診療や訪問看護など在宅医療の充実を図ります。 

⑤社会福祉協議会や町内福祉事業所等と連携し、地域包括ケアシステムの実

現に向けた基盤の強化を図ります。 

 

（４）地域医療体制の強化 

①国保関ケ原診療所を中心に、他の医療機関との連携を強化し、地域医療体

制の充実を図ります。 

②人間ドック等の予防医療を含めた健康診査業務の維持に努めます。 

③ＩＣＴを活用した遠隔医療体制を整備し、地域の医療や介護サービスの質

の向上を図るため、医療機関相互の情報連携と実施に向けた基盤整備など

医療提供体制の再構築に向けた取り組みを推進します。 

関連する計画 

◎ヘルスプランせきがはら 

◎老人福祉計画・介護保険事業計画 

◎いのちをつなげる自殺対策計画 
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６．社会保障 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【国民健康保険】 

国民健康保険事業は、人々の医療の確保、健康の維持・増進に大きな役割を

果たしていますが、医療技術の高度化や高齢化の進展等により医療費は増大し

続け、全国的にその運営は厳しい状況にあり、国においては国民健康保険制度

改革が進められています。 

今後は、医療費適正化対策の推進、国民健康保険料の収納率の向上に努める

必要があります。 

 

【国民年金】 

国民年金制度は、老後の生活を経済的に保障するための基礎をなす、人々の

生活に必要不可欠な制度です。 

日本年金機構と連携し、制度に対する住民の理解をさらに深めていく必要が

あります。 

 

【生活困窮者】 

生活保護制度は、生活に困窮するすべての人々に対して必要な保護を行い、

最低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援する制度ですが、社会・

経済情勢の急速な変化に伴い、生活保護世帯は全国的に増加傾向にあります。 

今後は、関係機関と連携し、低所得者に対する相談や生活保護制度の適正運

用の促進に努めるとともに、生活困窮者自立支援制度による生活全般にわたる

困りごと相談の利用を勧めるなど、生活保護に至る前に、生活困窮者の経済的

自立と生活意欲の向上に向けた取り組みを実施していく必要があります。 

 

【後期高齢者医療制度】 

後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者の医療を保障する制度です。 

岐阜県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度に対する住民の理解をさらに

深めていく必要があります。 
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主要施策 

（１）国民健康保険事業の推進 

①生活習慣病の早期発見・対策のために、特定健康診査・特定保健指導等の

充実を図ります。 

②制度改革への対応を図るとともに、医療費適正化対策の推進、国民健康保

険料の収納率の向上を図ります。 

 

（２）国民年金制度の啓発 

①国民年金の制度について正しい理解を深めるため、関係機関と連携し、広

報・啓発活動の充実を図ります。 

②関係機関と連携し、相談体制の充実を図ります。 

 

（３）生活困窮者への支援 

①生活困窮者の自立や就労支援に向けて、関係機関と連携し、相談・指導に

努めます。 

②生活困窮者への支援として生活困窮者自立支援制度の利用を勧めるなど、

関係機関と連携し、生活保護に至る前の取り組みを行います。 

 

（４）後期高齢者医療制度の円滑な運営 

①広域的な連携のもと、後期高齢者医療制度の円滑な運営に努めます。 

②医療機関等と連携し、すこやか健診及びすこやか口腔健診の受診率向上と

医療費の抑制に努めます。 

③後期高齢者医療制度について正しい理解を深めるため、関係機関と連携し、

広報・啓発活動の充実を図ります。 

関連する計画 

◎特定健康診査等実施計画 

◎地域福祉計画 

◎老人福祉計画・介護保険事業計画 
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基本目標３ 快適で利便性のあるまちづくり 
 

１．土地利用・都市計画・景観 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【土地利用】 

土地は、住民生活や地域の経済活動と密接に結びついた限りある貴重な資源

であり、本町の発展のためには、その高度かつ有効な利用が求められます。 

本町の土地利用をみると、町域の８割近くを森林が占め、このうち北部及び

南部山地を中心に揖斐関ケ原養老国定公園に指定されるなど緑豊かな自然環境

を有しています。残る平坦地で農地や宅地などの利用がされており、住宅、商

店、工場、公共施設などが連担する関ヶ原駅周辺や国道沿線は用途地域に指定

され、その周辺に農地及び農村集落が分布しています。 

本町では、国土利用計画法、農業振興地域の整備に関する法律等により調和

のとれた土地利用の誘導を図ってきました。また、令和４年度には「まちづく

りマスタープラン（都市計画マスタープラン）」を策定し、都市計画の基本的な

方針を定めています。 

しかし、人口減少が進む中、地域活力を維持するためには、雇用の場の確保

をはじめ、商業環境の利便性向上、宅地の確保などが課題となっており、駅周

辺の低未利用地の有効活用や企業立地を誘導する工業用地の確保など土地の高

度かつ有効利用を進めていく必要があります。 

 

【景観】 

美しい景観は、地域の社会的共通資本であり、住民に住み心地の良さをもた

らすだけでなく、観光分野をはじめとする産業においても重要な資源です。こ

れからの景観形成は、住民や行政、各種団体等、多様な主体の参画と連携のも

とで進められることが重要です。 

本町では、関ヶ原古戦場の保全・活用に向けて、様々な取り組みを進めてき

ており、令和３年度には「景観計画」を策定するとともに、「景観条例」を制定

し、「美しい自然と誇りある歴史の中で暮らしていくまち」を基本理念として景
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観の形成を図っています。 

今後も、住民、地域と一体となって、自然環境と歴史、暮らしが調和した景

観づくりを進めていく必要があります。 

 

主要施策 

（１）適切な土地利用の推進 

①本町の実情に即した土地利用を総合的・計画的に推進するため、「農業振興

地域整備計画」や「森林整備計画」等の見直し･総合調整を行い、土地利用

の明確化に努めます。 

②土地利用関連計画や関連法等の周知及び一体的運用により、無秩序な開発

行為の未然防止や土地利用区分に応じた適正な土地利用への誘導に努めま

す。 

③将来の企業誘致等に向け、土地利用が期待される地区において、今後の動

向をみながら、計画的に用途地域の見直しや拡大などを行います。 

④円滑な土地取引及び災害時の早期復旧などに寄与するため、国土調査法に

基づく地籍調査を計画的に推進します。今後、調査地域を山林から平地に

拡大し、行政手続（境界確定申請）や社会資本整備の効率化を図ります。 

 

（２）景観の保全 

①「景観計画」や「景観条例」に基づき、周辺環境と調和した歴史景観の維

持を図ります。 

②景観形成に関するＰＲ活動を積極的に推進し、意識の向上を図りながら､住

民や各種団体等の多様な主体による自主的な景観形成活動を支援します。 

③重点区域候補地について、重点区域の指定を目指します。 

④中山道関ケ原宿・今須宿について、古戦場史跡に次ぐ観光資源の魅力化を

図るため、宿場町らしい町並みの保全を図ります。 

 

関連する計画 

◎まちづくりマスタープラン（都市計画マスタープラン） 

◎農業振興地域整備計画 

◎森林整備計画 

◎景観計画 
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２．道路・公共交通 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【道路】 

道路・交通網は、産業活動や日常生活を支えるとともに、人々の交流を促進

する重要な基盤です。 

本町には、名神高速道路関ヶ原ＩＣがあり、広域的なアクセスが確保されて

いるほか、国道 21 号、国道 365 号を軸に、県道３路線、町道 400 路線により道

路網が形成されています。 

今後も、関係機関と連携しながら、国道・県道の整備を促進するとともに、

町道については、将来の道路の維持管理費を踏まえ、町道の状況を把握した上

で適正な整備を進める必要があります。 

さらに、冬期における道路交通の確保のため、除排雪体制の充実を図る必要

があります。 

 

【公共交通】 

本町の公共交通については、ＪＲ東海道本線の関ヶ原駅が設置されています。

また、自主運行路線バス、タクシーのほか、関ケ原町ふれあいバス（巡回コミ

ュニティバス）を運行しています。 

これらは、広域的な移動手段として、また住民生活や観光に欠かせない身近

な交通手段として重要な役割を果たしていることから、利用促進に向けた取り

組みを進めながら、利便性・効率性の確保等に努める必要があります。 

 

主要施策 

（１）国・県道の整備促進 

①国道及び県道について、利便性・安全性のさらなる向上に向け、国道 21 号

バイパスの第３工区の事業推進をはじめ、西町交差点の改良など、道路改

良や歩道改良・設置、無電柱化の促進などを関係機関に積極的に要請しま

す。 
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②国道及び県道を利用する多くの車両や観光客の利便性向上のため、休憩・

情報発信施設などの整備を検討します。 

 

（２）町道の整備と適切な維持管理 

①町道について、計画的・効率的な整備を図るとともに、適正な管理、維持

補修に努めます。 

②橋りょうや標識、照明施設など附属施設の点検を実施し、長寿命化及び更

新を計画的・効率的に推進します。 

 

（３）道路の除排雪体制の充実 

①除雪機械の計画的な更新や、消雪設備の整備拡充・更新など、町道の除排

雪体制の維持・充実を図ります。 

②国道・県道の除排雪体制の維持・充実を関係機関に要請します。 

 

（４）公共交通の充実 

①町の玄関口としての関ヶ原駅の機能向上やバリアフリー化など、利便性の

確保に向けて事業者と協議します。 

②住民の日常生活や観光に欠かせない身近な交通手段として、自主運行路線

バスやタクシー事業の維持・確保、関ケ原町ふれあいバスの運行体制の充

実に努めます。 

③総合的な公共交通体系の確立を検討します。 
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３．情報化 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

近年、ＩＣＴをめぐる技術は我々の想像を超えるスピードで進展し、スマー

トフォンやＩｏＴの普及、ネットワークの高速・大容量化が進み、生活のあら

ゆる場面での活用が図られています。また、ロボットやＡＩ（人工知能）など、

人々の生活をよりよいものへと変革する「デジタル・トランスフォーメーショ

ン（ＤＸ）」の推進により、新たな未来社会である Society5.0 の実現を目指す

取り組みが進められています。 

本町では、町内の各公共施設をネットワーク化し、ホームページの作成・活

用、総合行政情報システム等の導入を行い、行政情報化の基盤整備を図ってき

ました。また、ＡＩチャットボットを導入し、住民の利便性の向上、問い合わ

せ対応の効率化を図っています。 

さらに、町内においてフリースポット（無線ＬＡＮアクセスポイント）の整

備促進を図ってきました。 

一方で、インターネット犯罪やプライバシーの侵害、個人情報の漏えいなど

が社会問題となっており、情報セキュリティの強化が求められています。 

今後は、情報格差を生じさせないためにも、急速に進展するデジタル化への

対応を図るため、情報通信基盤の充実をはじめ、情報通信技術の積極的な活用

や、誰もが利用できる環境づくりを進める必要があります。 

 

主要施策 

（１）行政情報化の推進 

①デジタル社会を実現し、住民サービスの向上と自治体経営の効率化をより

一層図るため、現在運用している情報システムの標準化やオンライン手続

の導入を計画的に進め、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を

推進します。 

②「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報セキュリティ対策の強化を

図ります。 
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（２）情報化の推進 

①地域や世代にかかわらず、誰もが情報通信技術の恩恵を受けることができ

るように、国・県や関係機関、民間事業者と連携し、多様な情報サービス

の研究・提供を推進します。 

②来訪者等の利便性向上に向け、公共施設や観光地の公衆無線ＬＡＮなどＩ

ＣＴ環境の整備を推進します。 

③５Ｇやインターネット技術を活用した地域振興策を検討していきます。 

④暮らしのＤＸ化を推進し、誰もが健康で快適な暮らしと環境に配慮した豊

かな生活を実感できる環境を目指します。 

 

関連する計画 

◎情報セキュリティ基本方針 
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４．住宅・宅地 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

良好な住宅・宅地の確保は、人々が安全で快適な暮らしを営むための基本的

な条件であり、移住・定住の促進に直結する重要な要素です。 

本町では、令和４年４月１日現在、３団地 136 戸の町営住宅を管理しており、

入居率は 60.7％となっています。 

しかし、町営住宅の老朽化が進んでおり、特に築 40 年以上経過した住宅では

修繕費用の負担が大きく、若年層のニーズへの対応が困難な状況にあります。

また、新たな住宅を今後整備するためには、財源を含めた様々な課題を解決す

る必要があります。 

移住・定住の促進には、良好な宅地の確保が重要な要素であることから、民

間分譲宅地開発支援奨励金制度による民地の住宅適地の活用を図るとともに、

移住定住促進住宅支援事業補助金制度により、住宅取得等に対する助成を行い、

転入の促進・転出の抑制を図る必要があります。 

また、近年増加傾向にある空き家・空き地の有効利用については、空き家・

空き地情報提供制度（空き家バンク）や空き家リフォーム補助金制度等により、

令和４年４月までに空き家 19 件と空き地２件の契約が成立しています。また、

空き家所有者の悩みを解消するため宅建協会による無料の相談会を開催し、２

件の相談申し込みがあり、今後も空き家所有者の意識と理解を深め、登録件数

の増加、空き家・空き地の有効活用に向けた取り組みを進める必要があります。 

主要施策 

（１）宅地造成の推進 

①民間分譲宅地開発支援奨励金制度の充実を図り、町内で分譲用宅地を開発

する民間事業者を支援します。 

 

（２）空き家対策の推進 

①広報・啓発活動の充実等により登録件数の増加を図るなど、空き家・空き

地・空き店舗などの情報提供制度の充実を図ります。 
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②空き家に関する実態調査に基づき、活用困難な空き家や廃屋等の適正管理

に向けた体制づくりを図ります。 

③空き家リフォーム補助金制度・空き家家財道具等処分補助金制度の充実を

図ります。 

 

（３）住宅取得等に対する支援の充実 

①新築や中古物件等、住宅取得への支援を図ります。 

②親世帯と子世帯が同居するための、住宅リフォームに要する費用を助成し

ます。 

 

（４）町営住宅の適切な維持管理 

①町営住宅の適切な維持管理を図るとともに、老朽化した住宅の廃止を推進

します。 
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５．公園 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

公園や緑地は、住民のやすらぎ・憩いの場、子どもの遊び場など快適な生活

環境を形成するとともに、災害時には避難場所となる重要な施設です。 

本町は、「関ヶ原古戦場」が史跡指定されているほか、揖斐関ケ原養老国定公

園に指定され、歴史と美しい自然にふれあえる町です。また、都市公園１か所、

児童公園 15 か所など、様々な公園が整備され、住民の憩いの場として親しまれ

ています。 

しかし、設置から長期間経過している遊具も数多くあり、既存施設の老朽化

への対応、少子高齢化を踏まえたバリアフリー化など、住民ニーズや時代の要

請に応える適切な維持管理も課題となっています。 

このため、住民の参画・協働による適切な維持管理の促進に努めるとともに、

特色ある公園・緑地の保全と活用を推進します。 

 

主要施策 

（１）公園の整備 

①住民のやすらぎ・憩いの場、子どもの遊び場等を確保するため、身近な公

園の整備を図ります。 

 

（２）維持管理体制の充実 

①安全性の確保と利用率の向上に向け、老朽化した既存公園施設・設備の点

検・改修を計画的に推進します。 

②地域住民による公園の愛護活動を促進し、参画・協働による維持管理体制

の充実に努めます。 
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基本目標４ 安全・安心に暮らせるまちづくり 
 

１．防災・消防 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

全国各地で地震や風水害、土砂災害など多くの災害が発生する中、自然災害

から安全・安心な生活を守るため、一人ひとりや企業等の発意に基づく「自助」、

地域の多様な主体による「共助」、国・地方公共団体による「公助」の連携が求

められています。災害から安全・安心な暮らしを確保するためには、地域防災

力を高め、あらゆる災害に強いまちづくりが必要不可欠です。 

また、火災発生要因は生活様式の多様化や高齢化の進展などにより、複雑・

多様化の傾向にあり、救急出動についても今後増加が見込まれます。 

本町は、地震や風水害による災害への備えとして、「地域防災計画」に基づく

自主防災の研修会の実施や自主防災組織の育成、総合防災訓練等の実施、防災

知識普及のための各種講習会等の実施、各種防災資機材・災害用保存食等の備

蓄、避難施設等の整備などに取り組んできました。 

また、防災情報伝達手段として、「関ケ原町防災メール」の配信や防災行政無

線の放送内容を音声とテキストによりスマホアプリで通知する「防災アプリ」

の導入を進めてきました。 

本町の常備消防は、垂井町と広域で不破消防組合を運営しており、非常備消

防は、関ケ原町消防団のほか、女性防火クラブが組織され、防火・防災に努め

ています。 

今後も、これまでの取り組みを一層進めるとともに、高齢者や障がい者など

災害時の避難に支援が必要となる災害時避難行動要支援者への対策や地域での

防災力の強化に向けた自主防災組織等の育成が必要となっています。 

また、常備消防・救急体制のさらなる充実強化や地域での消防力の強化を図

る必要があります。 
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主要施策 

（１）総合的な防災体制の確立 

①「地域防災計画」に基づき、総合的な防災体制の確立を図ります。 

②避難場所の周知、防災施設の整備充実、公共施設の耐震化、食糧・飲料

水・備蓄品等の確保、緊急時の情報通信体制の充実を図ります。 

③緊急事態に対応するため「国民保護計画」、「国土強靭化地域計画」に基づ

き住民の安全確保に努めます。 

 

（２）地域防災力の強化 

①ハザードマップ等による啓発・情報提供の充実や地域での防災訓練の充実

を図ります。 

②地域における自主防災組織の育成・強化を図ります。 

 

（３）災害時避難行動要支援者対策の充実 

①関係機関と連携して、対象者の把握、地域での情報共有など横断的な避難

支援体制の整備を図ります。 

②地震、水害、台風など、自然災害に応じた避難の仕方について協議し、避

難に配慮が必要な方の個々の避難方法や避難場所について、関係機関と連

携し、個別避難計画等、支援体制整備に努めます。 

 

（４）常備消防・救急体制の充実 

①広域的な連携のもと、消防車・救急車等車両・資機材の整備など、常備消

防・救急体制の充実を図ります。 

 

（５）消防団の活性化 

①消防団の重要性等に関する住民への啓発を図るとともに、消防団の活動計

画の見直しを図りながら、消防団員の確保に努めます。 

②消防資機材の充実や研修・訓練の充実など、消防団の活性化を図ります。 

③女性防火クラブの活動支援を図ります。 

 

（６）治山・治水対策の推進 

①水害や山地災害を未然に防止するため、関係機関との連携のもと、河川改

修や急傾斜地の崩壊防止など、治山・治水対策を推進します。 

②土砂災害ハザードマップ等により住民への危険箇所の周知を図ります。 

③老朽化したため池の堤体について、点検・調査を行うとともに必要な整備

を推進します。 
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関連する計画 

◎地域防災計画 

◎国土強靭化地域計画 

◎国民保護計画 
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２．防犯・交通安全・消費者対策 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【防犯】 

全国的に凶悪犯罪や若年層の犯罪が多発しており、子どもが被害者になる凶

悪犯罪や高齢者への振り込め詐欺など犯罪からの安全確保が重視されています。 

本町では、関係機関・関係団体と連携し、防犯に関する啓発活動の推進をは

じめ、防犯カメラの設置、防犯灯の設置、青色回転灯防犯パトロール車による

巡回活動など地域防犯体制の強化に努めています。 

今後も、関係機関・団体と連携し、住民一人ひとりの防犯意識の向上に努め

るとともに、地域における防犯体制の強化を図る必要があります。 

 

【交通安全】 

交通事故においては、全国的に事故発生件数は減少傾向にありますが、高齢

化の進展に伴い、高齢者が関係する事故の割合は増加傾向にあります。また、

飲酒運転やひき逃げなどが発生していることからその根絶が強く求められてい

ます。 

本町では、垂井警察署・不破地区交通安全協会など関係機関と連携し、安全

教育や啓発活動を実施するとともに、交通安全施設の整備を進めています。ま

た、「通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路の安全確保に努めてきまし

た。 

今後も、関係機関・団体と連携し、子どもから高齢者まで住民一人ひとりの

交通安全意識の向上を図るとともに、危険箇所の解消、交通安全施設の整備に

引き続き取り組んでいく必要があります。 

 

【消費者対策】 

インターネットをはじめとした様々な取り引き手法により、新しい商品やサ

ービスが供給され、消費者の利便性が高まっている一方、消費者トラブルの悪

質化、巧妙化がみられるなど、消費者問題はますます複雑化・多様化していま

す。 

本町では、県民生活相談センター等の関係機関と連携のもと、消費生活に関

する相談窓口を開設し、専門相談員を配置するとともに、広報紙やホームペー
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ジ等を通じた情報提供や相談体制の充実など消費者対策を推進してきました。 

今後も、消費者が安全で安心できる消費生活を送れるようにするため、消費

者対策を持続的に推進する必要があります。 

 

主要施策 

（１）防犯意識の向上と防犯活動の充実 

①関係機関・関係団体との連携のもと、防犯に関する広報・啓発活動や情報

提供を展開します。 

②各地区における自主的な防犯活動体制の強化を促進します。 

③青色回転灯防犯パトロール車による巡回活動を行います。 

④町内主要箇所に防犯カメラ設置を進めるほか、自治会での防犯カメラ設置

を対象とした補助金を交付し、防犯体制の強化に努めます。 

 

（２）防犯灯の整備 

①夜間における防犯環境の向上のため、防犯灯の整備を図ります。 

 

（３）交通安全意識の向上 

①関係機関・関係団体と連携し、高齢者や児童・生徒に対する交通安全教室

を実施します。 

②不破地区交通安全協会の活動を支援するとともに、街頭等での啓発活動や

事業所への働きかけを行います。 

 

（４）交通安全施設の整備 

①関係機関と連携し、危険箇所の把握を行います。 

②カーブミラー、ガードレールなどの交通安全施設の整備とともに、適切な

維持管理を図ります。 

 

（５）消費者対策の推進 

①時代によって変化していく消費者対策を広報紙やホームページでタイムリー

に情報提供をしていくほか、消費者向けパンフレットの配布など住民への

消費生活に関する啓発活動を随時図ります。 

②悪徳商法等による被害の未然防止と被害発生後の適切な対応のため、県民

生活相談センターとの連携強化を図ります。 

③消費生活相談窓口の開設のほか、毎月２回専任の消費生活相談員を配置し、

相談体制の充実を図ります。 
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３．環境保全 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

地球温暖化をはじめとする地球環境問題の一層の深刻化を背景に、環境保全

やエネルギーのあり方に対する関心が高まっている中、自治体においても、低

炭素・循環・自然共生を基本とした社会の形成が強く求められています。 

本町は、美しく豊かな自然環境を誇り、環境保全にかかわる各種施策を住民、

事業者と協働・連携して推進してきました。そうした中、住民の環境保全への

関心も徐々に高まってきており、自主的な環境保全活動が活発化しつつありま

す。 

今後は、環境負荷の少ない循環型社会への取り組みを住民との協働のもとで

推進していく必要があります。 

 

主要施策 

（１）環境保全意識の向上 

①広報・啓発活動や公害防止対策、自然環境の保全などの環境教育・環境学

習を推進し、住民の環境保全意識の向上に努めます。 

②住民・事業者の環境保全活動を支援するなど自主的な活動を推進します。 

 

（２）環境保全施策の展開 

①省資源、省エネルギー、リサイクル運動の促進など、低炭素、環境負荷の

少ない生活様式を定着するための活動を推進します。 

②新・省エネルギーの導入・活用を促進し、脱炭素社会に向けて実施できる

対策を検討していきます。 

③水質汚濁・大気汚染・騒音・振動などの公害に対し、定期的な公害・環境

調査を実施し、監視と未然防止を図ります。 

④野焼きによる廃棄物の焼却禁止の周知と指導の徹底を図ります。 

⑤ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて、エネルギーや気候変動

についての対策を検討します。 
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４．ごみ・衛生 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【ごみ処理】 

環境保全の重要性が叫ばれる中、廃棄物等の発生を抑制し、有益な廃棄物は

資源化して活用することで環境への負荷をできる限り減らす社会を形成してい

くことが求められています。 

本町は、広域的なごみ処理体制のもと、燃やせるごみ等は南濃衛生施設利用

事務組合において処理し、燃やせないごみ、粗大ごみ、有害ごみは西南濃粗大

廃棄物処理組合で処理しています。 

また、廃棄物減量化推進協議会を中心に、ごみの減量化、リサイクル等の促

進にも努めてきました。 

さらに、関係機関との連携のもと、不法投棄対策も進めてきました。 

今後も、ごみの排出動向に即し、ごみ処理・リサイクル体制の充実を進める

とともに、住民への啓発活動を推進しながら、ごみ分別の徹底やごみの減量化、

リサイクル等の促進、不法投棄の防止等に一層積極的に取り組んでいく必要が

あります。 

 

【し尿処理】 

本町のし尿処理については、大垣衛生施設組合で処理を行っています。今後

も、広域的な連携のもと、施設の適切な維持管理を図る必要があります。 

 

【斎苑・墓地】 

本町では、直営で関ケ原斎苑を運営しています。今後も、必要な改修を行い

ながら、効率的な運営に努めていく必要があります。 
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主要施策 

（１）ごみ収集・処理体制の充実 

①広域的な連携のもと、効率的なごみ処理体制の強化を図ります。 

②ごみの排出動向や関連法に即した分別収集体制の充実、広報・啓発活動の

推進等を通じて分別排出の徹底を促進します。 

③廃棄物の減量化・再資源化に向け、廃棄物減量化推進員のリサイクル活動

や各種団体での集団回収を支援します。 

④ごみの不法投棄の防止に向け、看板の設置、環境パトロールの実施など監

視体制等の充実を図ります。 

⑤粗大ごみの有料化について検討します。 

 

（２）し尿の適正な処理 

①広域的な連携のもと、施設の適切な維持管理を図ります。 

 

（３）斎苑・墓地の適切な運営・管理 

①効率的な運営方法の検討を進め、関ケ原斎苑の適切な運営、維持管理を図

ります。 

②町営墓地の適切な維持管理を図ります。 

 

（４）衛生対策の推進 

①ペットなどの飼い方について、広報紙などを通して啓発します。 

②狂犬病予防注射接種の推進、適正飼育の周知に努めます。 

 

関連する計画 

◎分別収集計画 
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５．上下水道 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

現状と課題 

【水道】 

水道は、住民生活や産業活動に１日も欠かせない重要な社会基盤です。この

ため、水道の安全の確保、確実な給水の確保、供給体制の持続性の確保を目指

す必要があります。 

本町の水道事業は、上水道事業によって町内全域に給水しており、令和４年

４月１日現在の普及率は 100％となっています。また、施設の老朽化等に対応し

た浄水場の整備、管路の更新、漏水対策等を進めてきました。 

今後も、災害に強いライフラインとしての施設の充実、水道施設の更新・耐

震化を計画的に推進するとともに、管理・運営体制の充実を図り、安全で安心

な水の安定供給に努めることが必要です。 

 

【下水道等】 

下水道は、生活環境の向上、河川等の公共用水域の水質保全をはじめ、良好

な水環境の維持・回復、循環型社会形成への貢献など、多面的な機能を持ち、

人々の生活に大きな役割を果たしています。 

本町では、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業に

より町全域の下水道施設・生活排水処理施設の整備に努めてきました。 

令和元年度に玉農業集落排水事業が公共下水道事業に統合され、本町の令和

３年度末の汚水処理人口の普及率状況は、公共下水道が 67.7％で、今須農業集

落排水が 8.9％、合併処理浄化槽が 8.5％、単独浄化槽が 8.6％、汲み取りが

6.3％となっており、単独浄化槽及び汲み取りについては、生活雑排水が未処理

のまま河川に排出されているため、依然として河川の水質汚濁の原因となって

います。 

今後は、公共下水道施設・農業集落排水施設等の老朽化に伴う更新に多額の

費用を要するため、維持管理費の抑制に努める必要があります。 

合併処理浄化槽については、整備された浄化槽の適正管理を促していく必要

があります。 
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主要施策 

（１）水道施設の整備 

①「地域水道ビジョン（令和４年度改訂版）」及び「上水道事業経営戦略」に

基づき、施設の老朽化や災害時への対応、水質管理の強化、事業の効率化

等を総合的に勘案し、水道施設の更新・耐震化及び第４次拡張事業を計画

的に推進します。 

 

（２）水質管理の充実 

①「水道水質検査計画」に基づく定期的な検査の実施・公表を行い、水質の

安全確保に努めます。 

 

（３）管理・運営体制の充実 

①施設の管理体制の充実や経費の節減、徴収率の向上等を図り、水道事業の

健全運営に努めます。 

②配水管の漏水調査及び計画的な更新工事を実施し、有収率の向上に努めま

す。 

③広報・啓発活動等を通じて住民の節水意識の向上及び水道事業に対する理

解と協力を促し、限りある水資源の有効活用に努めます。 

 

（４）公共下水道事業の推進 

①「下水道事業経営戦略」に基づき、財源確保や整備手法を検討しながら、

公共下水道事業及び今須農業集落排水事業を計画的・効率的に推進します。 

②公共下水道は、「ストックマネジメント計画」に基づき、施設の老朽化対策

を推進していきます。 

③今須農業集落排水施設は、適切な維持管理を進めるため、マンホールポン

プ通報装置の更新を進めていきます。 

④広報・啓発活動等を推進し、未接続世帯の接続を促進します。 

 

（５）合併処理浄化槽の整備促進と適正管理の促進 

①集合処理に適さない区域において、合併処理浄化槽の整備に対して支援し

ます。 

②設置後の浄化槽の清掃・点検など適正な維持管理を促進します。 

関連する計画 

◎地域水道ビジョン（令和４年度改訂版）     ◎上水道事業経営戦略 

◎下水道事業経営戦略              ◎公共下水道事業計画 

◎都市計画事業（公共下水道）の事業計画     ◎汚水処理施設整備構想 

◎ストックマネジメント計画 
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基本目標５ 心豊かな人を育てるまちづくり 
 

１．教育 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

わが国では、少子高齢化の進展やグローバル化・高度情報化の進展、経済社

会構造の変化など、教育を取り巻く社会状況が変化する中、教育をめぐる様々

な課題を踏まえ、教育の充実に向けた教育環境づくりを進めています。 

本町は、令和３年４月に今須小中学校を関ケ原小学校、関ケ原中学校に統合

し、小学校が１校、中学校が１校となっています。 

「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和のとれた子どもを育てて

いくため、教育の充実を図るとともに、外国語教育の充実、情報化への対応な

ど、社会変化に対応した教育内容の充実、地域の自然や歴史など地域特性を生

かしたふるさと教育、学校活動支援ボランティアとの連携にも取り組んできま

した。 

また、スクールカウンセラー、ほほえみ相談員を配置し、児童・生徒に対す

る相談体制の充実を図ってきました。 

さらに、特別支援学級支援員を配置し、一人ひとりに応じた、きめ細かい学

習支援を展開するとともに、特別支援学校等との連携を密にして就学指導体制

の充実を図ってきました。 

環境面では、安全サポーターによる見守り活動など児童・生徒の安全対策を

図るとともに、「ＧＩＧＡスクール構想」に対応したＩＣＴ機器の整備や学校図

書の充実など学校施設整備、教育環境の整備を進めてきました。 

このため、学力、体力の向上をはじめ、児童・生徒一人ひとりの能力を伸ば

す教育の推進、心の問題への対応、特別支援教育の充実、安全・安心な学校づ

くりなど、総合的な取り組みを一体的に進めていく必要があります。 
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主要施策 

（１）学校教育の充実 

①小中学校一貫した指導の充実を図ります。 

②教育用タブレットや電子黒板システム等のＩＣＴ機器を活用し、より効果

的な学習を行います。 

③外国語教育をはじめ、ふるさと教育、キャリア教育、情報教育など時代変

化に対応した教育内容の充実を図ります。 

④児童・生徒の健康管理体制や児童・生徒に対する相談体制の充実を図りま

す。 

⑤特別支援教育の充実を図るとともに、適切な就学相談・指導を行います。 

⑥人権教育を推進するとともに、いじめや不登校などの心の問題に対し、研

修・相談・指導の充実を図ります。 

 

（２）安全・安心な教育環境の整備 

①児童・生徒が安心して学ぶことのできる教育環境の維持・充実に努めます。 

②地域の子どもたちは地域で守るといった意識啓発に努めるとともに、通学

路の危険箇所の点検や改良を行います。 

③学校活動支援ボランティア等に協力を呼び掛け、登下校時の見守り強化に

努めます。 

 

（３）教職員の資質向上 

①教職員の主体的な研修を推進し、指導力・授業力の向上・改善を図ります。 

②小学校・中学校の途切れのない子どもの育ちを保障するために、研修等に

よる教職員の連携や情報交換等を実施します。 

③ＩＣＴ指導員を配置し、教職員がＩＣＴ機器を有効的に活用できるよう、

指導を行います。 

 

（４）学校施設の整備充実 

①ＩＣＴ機器を含めた学校設備の適切な管理及び更新を行い、教育環境の変

化に対応した施設運営や整備・充実を図ります。 

②自校方式となっている学校給食について、給食センター化も検討します。 

関連する計画 

◎教育大綱 
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２．生涯学習・青少年健全育成 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【生涯学習】 

少子高齢化や情報化の進展、教育水準の向上などを背景として、心の豊かさ

や自分らしさの発見など、豊かな生活を送るために、児童期から高齢期までの

生涯を通じて学習することができる社会の実現が求められています。 

本町では、住民の幅広い学習ニーズに応えるため、ふれあい図書館やふれあ

いセンター、中央公民館において、各年齢層に応じた様々な講座・教室・講演

会を開催しています。 

しかし、施設の老朽化が進んでおり、安全性の確保など、その対応が課題と

なっています。 

今後は、これらの社会教育施設のハード・ソフト両面の充実に努めるととも

に、住民の学習ニーズを把握しながら、多彩で特色のある学習プログラムを提

供するとともに自主的な学習活動を支援する必要があります。 

 

【青少年健全育成】 

社会・経済情勢の急速な変化に伴い、青少年を取り巻く環境は大きく変化し、

家庭と地域社会の教育機能の低下や学校教育への依存傾向が全国的にみられ、

青少年をめぐる様々な問題が表面化しています。 

本町では、青少年健全育成委員会、ＰＴＡ、子ども会、ＶＹＳ等の青少年育

成団体の活動を支援するとともに、青少年の非行防止対策を実施してきました。 

また、「わくわくチャレンジせきがはら」、「子ども体験教室」、「子どもスポー

ツ教室」、「子どもアート教室」など体験学習やスポーツ、アートなど青少年向

けの学習機会の充実を図ってきました。 

しかし、少子化による子ども会の減少や活動の制約などが課題となっていま

す。 

今後も、青少年の健全育成を目指し、青少年健全育成団体と連携し、関係機

関、家庭、地域社会が一体となって青少年を守り育てる社会環境づくりを図る

必要があります。 
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主要施策 

（１）学習機会の充実 

①各世代の学習ニーズを的確に把握し、生涯学習講座、公民館講座などいつ

でも、誰もが学べる多彩で特色ある生涯学習プログラムの提供に努めます。 

②生涯学習に関する情報提供の充実に努めます。 

 

（２）自主的な学習活動の支援 

①サークル団体などの自主的な学習活動に対して、活動場所や成果発表の機

会を提供するなど自主学習活動を支援します。 

②ふれあい図書館について、図書等の充実に努め、新刊の紹介や企画展を開

催するなど利用拡大と読書活動の活性化を推進します。 

③社会教育施設について、利用者ニーズと老朽化に対応した適切な維持管理

や整備を図ります。 

 

（３）青少年活動の促進 

①子ども会、スポーツ少年団、地域クラブなどの青少年団体の活動を支援し

ます。 

②児童・生徒が町の歴史・自然・人とふれあうことのできる講座を開催しま

す。 

③体験学習やスポーツ、アートなど青少年向けの学習機会の充実を図ります。 

 

（４）青少年育成環境の整備 

①青少年健全育成委員会、垂井警察署、防犯協会等の関係機関と連携し、防

犯パトロールなど、地域ぐるみの社会環境の浄化を図ります。 

②青少年健全育成委員会、ＰＴＡと連携し、教育講演会を開催するなど子育

て等の家庭教育を支援します。 

 

関連する計画 

◎教育大綱 
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３．スポーツ 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

スポーツは、健康づくりや体力の向上に寄与するとともに、人と人との交流

や仲間づくりを促すなど、健康づくりをはじめ、生きがいづくり、地域づくり

に重要な役割を果たしています。 

本町では、体育協会やスポーツ少年団、スポーツ推進委員などを中心として、

各種スポーツ大会や講習会などの活動が活発に行われています。 

また、各種スポーツ団体やクラブの自主的な活動の支援をはじめ、スポーツ

施設の維持・整備、各種スポーツ大会の開催協力、競技スポーツの支援、軽ス

ポーツの普及など、住民の誰もがスポーツに積極的に取り組めるよう努めてき

ました。 

本町の主なスポーツ施設をみると、町民体育館、町民プール、運動広場、桃

配運動公園などがあります。いずれの施設も住民のスポーツ活動において活発

に利用されていますが、施設の老朽化が進んでおり、その対応が課題となって

います。 

今後は、施設の適正な維持管理を行うとともに、すべての住民がそれぞれの

年齢や体力に応じたスポーツ活動に取り組み、自主的かつ積極的にスポーツを

行うことができる環境づくりに取り組み、普及・啓発を行っていく必要があり

ます。 

主要施策 

（１）スポーツ活動の普及促進 

①住民がスポーツに関心を持ち、気軽に参加できる環境づくりを行うことで、

スポーツ活動の普及・啓発に努めます。 

②体育協会など関係団体と連携し、町民体育祭などの各種大会等の開催及び

運営体制の確立を図り、スポーツ活動への参加を促進します。 

③スポーツ少年団をはじめ、各種スポーツ団体・クラブの活動を支援します。 

④住民の誰もが気軽に取り組める軽スポーツの普及を図ります。 
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（２）競技スポーツの推進 

①スポーツ施設の適正な管理を行うとともに、町内スポーツ団体が開催する

大会への支援など、競技スポーツに取り組みやすい環境づくりを推進しま

す。 

②競技大会における成績優秀者の表彰や顕彰を行うことで、選手の成長を促

し、スポーツに取り組む意欲の向上を図ります。 

 

（３）スポーツ施設の維持・整備 

①各種スポーツ施設について、老朽化に対応した適正な維持管理や整備を図

ります。 

関連する計画 

◎公共施設等総合管理計画 
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４．文化・芸術・文化財 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

文化・芸術は、人々に精神的な豊かさや感動を与えるとともに、住民生活の

向上や地域活性化に欠かせない重要な要素です。 

本町では、ふれあいセンターや中央公民館等を利用して様々な文化・芸術活

動が行われています。また、これらの住民主体の活動を支援するとともに、各

種文化団体と連携して文化・芸術の振興に努めています。 

しかし、文化・芸術活動への参加者の減少や固定化、指導者の不足や高齢化

の問題もみられ、今後は、誰もが気軽に文化・芸術を楽しみ、発表できる環境

づくりを一層進めていく必要があります。 

一方、文化財は、長い歴史の中で育まれ、守り伝えられてきた地域の貴重な

財産です。 

本町は、古代より東西を結ぶ交通の要衝であったことから、古代三関の１つ

に数えられる「不破関」が置かれ、わが国の行く末を左右する天下分け目の戦

い（壬申の乱、関ケ原の戦い）が行われた町です。 

このため、国の史跡として「関ヶ原古戦場」が指定されているほか、史跡、

文化財など歴史的遺産が数多く残っています。 

また、中山道の宿場町として栄えた関ケ原宿、今須宿があり、当時の面影を

残しているとともに、東西文化の結節点として、多様な食文化や風習も伝えら

れており、独特の歴史・文化が息づいています。 

また、多様な文化財の保存・活用を進めているほか、歴史民俗学習館におい

て展示・公開しています。 

さらに、令和２年度から３年間にわたり、養老町と連携し「西美濃古代皇族

の歩み探訪事業実行委員会」を立ち上げ、ヤマトタケルや壬申の乱、元正・聖

武天皇の行幸にスポットを当て、ウォーキングや成果発表会の開催を通じて、

歴史遺産の再発見及びＰＲを実施してきました。 

文化財は、町の歴史や文化、風土を内外に発信する上で大きな役割を担って

いることから、今後とも適切な調査や保存・活用を行い、町内外の人々が本町

の歴史や文化にふれあえる環境づくりを進めていく必要があります。 
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主要施策 

（１）文化・芸術団体、指導者の育成 

①住民の自主的な文化･芸術活動の活発化に向け、自主的な文化・芸術団体の

育成を図ります。 

②住民の多様なニーズに対応するため、講座や体験会を通して、文化・芸術

活動の指導者・リーダーの養成・確保に努めます。 

 

（２）文化・芸術にふれる機会の充実 

①魅力ある文化行事・イベントの企画・開催や作品展示場の整備・確保を図

ります。 

②多様な文化･芸術を鑑賞する機会と活動成果を発表する機会の充実に努め、

住民自身が新しいことに挑戦するきっかけづくりの拡大を図ります。 

 

（３）文化施設等の充実 

①文化施設について、利用ニーズと老朽化に対応した、適切な維持管理や整

備を図ります。 

②歴史民俗学習館は、岐阜関ケ原古戦場記念館を補完する施設として、記念

館と連携しながら教育旅行の受入れや歴史イベントなどの開催を継続的に

実施するほか、郷土の歴史を大切にし、体験的要素を重視した施設として、

積極的に活用します。 

③不破関資料館は古代最大の内乱である壬申の乱や古代三関の１つ不破関を

積極的にＰＲするとともに、老朽化に対して適切な維持管理を実施します。 

 

（４）関ヶ原古戦場の保全と活用 

①「関ケ原古戦場グランドデザイン」及び６年間の整備事業で残された課題

に基づき、史跡の再整備や国史跡への追加指定（松尾山城、玉城、長比城）

を行うことで、歴史資産の保護、継承、活用を図り、さらなる史跡の価値

向上を目指します。 

②耕作放棄地が目立つ関ヶ原古戦場開戦地について、花の作付けなどを通し

て、古戦場景観の維持向上を図ります。 

③既存イベントの継承、発展や、史跡ガイドの養成を通して関ヶ原古戦場の

魅力にふれる機会や情報発信の充実を図ります。 

 

（５）文化財の保存・活用 

①史跡や有形文化財について、老朽箇所の計画的修復など､適正な保存及び維

持管理に努めます。 

②地域に伝わる伝統行事や祭り･風習を学ぶ機会を設けるほか、その保存・伝

承・活用に努めます。 
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③中山道宿場町（関ケ原宿・今須宿）の保全・活用を図ります。 

④玉の火薬庫、奉納煙火など地域の文化財について、調査研究を通じてその

価値を明らかにし、必要に応じて指定文化財にすることで、保存活用を推

進し適切に後世に伝えていきます。 

関連する計画 

◎関ケ原古戦場グランドデザイン 
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基本目標６ 住民と行政が協働するまちづくり 
 

１．住民参画・協働 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

ますます複雑化、多様化する行政ニーズに的確に対応し、住みよいまちづく

りを進めていくためには、住民と行政とが知恵と力をあわせ、協働のまちづく

りを進めていくことが必要不可欠です。そのためには、住民と行政が情報・意

識を共有し、多様な分野において新たな関係を構築していく必要があります。 

本町では、広報紙やホームページなどを通じて行政情報や地域情報を発信す

るとともに、各種アンケートの実施により、住民の意見・要望の反映に努めて

います。 

また、情報公開及び個人情報保護に関する条例に基づき、情報公開を推進し

ているほか､審議会・委員会や住民アンケート調査等を通じ、各種計画策定への

住民参画の促進に努めています。 

しかし、幅広い層の住民が主体的にまちづくりに参画・協働するための環境

整備はまだ十分とはいえません。 

今後は、住民・行政ともに意識改革を行いながら、住民と行政との情報・意

識の共有化や多様な分野における参画・協働の仕組みづくりを進めていく必要

があります。 

主要施策 

（１）住民参画の充実 

①各種行政計画の策定に際し、委員会や審議会の委員の一般公募、住民ワー

クショップの開催、パブリックコメントの実施等により、政策形成過程か

ら住民が参画できる環境づくりを推進します。 

②文化行事やイベント、祭りの企画・運営等への住民の参画・協働を促進し

ます。 

③協働のまちづくりに向けた職員の意識改革を図ります。 



 

79 

④住民と行政、若者と高齢者、転入された方と従来から地域に住まれている

方の交流の場や、住民ワークショップ等での意見交換の場を設けるなど、

多様性を認め合うまち（ダイバーシティ）の構築を目指します。 

 

（２）広報・広聴活動の充実 

①広報紙、ホームページなどを通じた行政情報発信の充実を図ります。 

②ホームページを活用した意見聴取、各種アンケートの実施や各種団体にお

ける広聴活動を図ります。 

③ＳＮＳの活用をはじめ、情報発信手段の多様化を図ります。 

 

（３）住民団体、ボランティア等の育成・支援 

①多様な住民団体・ボランティア・ＮＰＯ等各種住民団体の自主的な活動を

支援します。 

②ボランティア活動等に参加しやすい環境づくりを支援します。 

 

（４）情報公開の充実 

①適正な情報公開制度の運用を図り、情報公開の円滑な対応に努めます。 
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２．コミュニティ 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

少子高齢化の進展や人口減少の進行、価値観の多様化等に伴い、多くの地域

において住民同士の交流の減少や地域連帯感の希薄化がみられ、コミュニティ

の弱体化や崩壊が懸念されています。 

しかし、高齢者等の安否確認、地域ぐるみの子育てや子どもの安全対策、身

近な防犯・防災対策などの必要性が高まる中、本来地域が持っていた、ともに

助け合う機能やコミュニティ機能を再生し、自らの地域を自らでつくりあげて

いくことの重要性が、改めて認識されるようになってきています。 

本町では、集落単位で 50 の自治会が組織されているほか、学区・地区単位で

もコミュニティ活動が展開されています。 

しかし、加入者数の減少などが懸念されているほか、地域の課題やニーズも

多種多様であり、より柔軟な支援が必要となっています。 

今後は、自主的かつ自立的な魅力ある地域づくり、支え合う地域づくりに向

け、自治会等の自主的な活動や集会施設の整備に対する支援を継続的に実施す

るとともに、より活発な活動が展開できるよう、支援施策の内容充実を検討・

推進し、自治機能の一層の向上を促していく必要があります。また、学校統合

により今須小中学校が閉校となったことから、施設を維持するとともに、地域

の振興や活性化を図る必要があります。 

 

主要施策 

（１）コミュニティ意識の向上と活動の活性化 

①コミュニティの役割やその重要性等に関する広報・啓発活動、情報提供を

行い、コミュニティ意識の向上に努めます。 

②コミュニティ活動に対する支援をはじめ、特色ある活動や個性ある地域づ

くりを支援します。 

③今須小中学校跡地について、今須地域の住民を主体とした地域振興につな

がる有効的な活用や管理運営等の取り組みに対して、支援を行うほか、民
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間などによる有効活用についても検討します。 

 

（２）コミュニティ施設の整備・維持管理 

①住民の集いの場、憩いの場の創出のため、現在の中央公民館機能を有した

コミュニティ施設の整備を検討します。 

②地域住民のふれあい、集会、学習の場となる集会所等の維持管理に対する

支援を図ります。 

 

（３）特色ある地域づくりへの支援 

①地域活性化に向けて活動する団体への補助などを行います。 
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３．地域間交流・国際交流 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

国内における地域間の交流や国際交流は、自らの地域に対する理解を深め、

住民の郷土への愛着を一層高めるとともに、地域の活性化や人材育成に大きな

影響を及ぼすものであり、地域づくりにとって大きな役割を果たしています。 

本町では、全国的な知名度を誇る関ヶ原古戦場とゆかりのある鹿児島県日置

市、愛知県岡崎市との交流を進めてきました。 

国際交流については、平成 28 年にアメリカ合衆国ペンシルベニア州ゲティス

バーグ区と姉妹都市協定、ゲティスバーグ国立軍事公園と姉妹古戦場協定を締

結し、さらには平成 29 年にベルギー王国ワーテルロー古戦場と姉妹古戦場協定

を締結し、相互理解や親睦を深めるとともに、相互の友好交流を推進していま

す。 

こうした交流は、地域活性化や人材育成の大きな契機となるものであること

から、今後とも、多様な地域との交流を図る必要があります。 

主要施策 

（１）国内交流の充実 

①鹿児島県日置市、愛知県岡崎市との交流活動について、その方法・内容等

の見直し・充実を図り、住民同士の交流活動の展開を図ります。 

②各種団体の主催する交流事業への支援を図ります。 

 

（２）国際交流の充実 

①アメリカ合衆国ペンシルベニア州ゲティスバーグ区及びゲティスバーグ国

立軍事公園との友好交流を推進します。 

②ベルギー王国ワーテルロー古戦場との友好交流を推進します。 

③ＡＬＴを活用し、身近な国際交流活動を促進します。 

④教育部門における外国語教育の充実を図り、国際化に対応した人材の育成

に努めます。 
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４．人権・男女共同参画 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

【人権】 

わが国では、人権教育・啓発に関する理念や、国・自治体・国民の責務を明

らかにした法律や計画が策定され、人権尊重を基調とした社会づくりの基盤が

整えられてきました。また、すべての人が人権を尊重しつつ相手に対する思い

やりを持つことが求められており、幼児期から成人に至るそれぞれの発達段階

に応じた、命の大切さや相手を思いやることを学ぶ教育が求められています。 

本町では、「人権施策推進指針」に基づき、人権に関する広報・啓発活動を行

っているほか、人権相談や学校教育における人権教育を推進しています。 

今後は、これまでの取り組みを踏まえ、内容・方法等の充実を図りながら、

人権教育・啓発を効果的かつ継続的に推進していく必要があります。 

 

【男女共同参画】 

男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野に参画し、個性と能力を十

分に発揮することができる男女共同参画社会の形成が求められています。 

また、平成 28 年の女性活躍推進法の施行により、女性の職業生活における活

躍の推進が求められています。 

本町では、「男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画に関する広報・啓

発活動のほか、審議会・委員会等への女性の登用、女性団体の活動支援等を行

っています。 

このような中、性別による不公平感は以前より解消されつつあり、男女共同

参画への意識に変化がみられるものの、まだ現実には女性は社会や政策・方針

決定の場に、男性は家庭や子育て等に消極的な状況が見受けられます。 

このため、性別による固定観念的な役割分担意識のさらなる解消に向けた意

識改革の推進をはじめ、幅広い分野への男女の共同参画を促す具体的な取り組

みを進めていく必要があります。 
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主要施策 

（１）人権教育、人権啓発の推進 

①ジェンダーフリーを意識した基本的人権を尊重していくための人権教育、

人権啓発を推進します。 

②高齢化・情報化に伴う人権問題、ＳＤＧｓの視点も取り入れた教育・啓発

等を推進します。 

 

（２）男女共同参画の社会環境づくり 

①広報・啓発活動や学校教育、生涯学習など様々な場を通じ、社会制度・慣

行の見直しや固定的な性別役割分担意識の解消に向けた制度の充実を図り

ます。 

②各分野の審議会・委員会への女性委員の登用など、政策や方針の決定の場

への女性の参画を図ります。 

③ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、育児・介護休業制度の普及促進

や事業所への男女共同参画に関する啓発などを図ります。 

④ＤＶなどの暴力の防止について、啓発活動を行います。 

 

（３）相談体制の充実 

①人権擁護委員、行政相談員、民生委員・児童委員による相談体制の強化と

ともに、弁護士等による専門的な相談機会の充実を図ります。 

②関係機関と連携し、ＤＶ被害者の相談体制の充実を図ります。 

 

関連する計画 

◎人権施策推進指針 

◎男女共同参画プラン 

◎特定事業主行動計画 
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５．行財政 

関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

現状と課題 

地域のことは地域が自ら考え決定し、その財源・権限と責任も自らが持つこ

とが求められる中、これからの自治体には住民と協働しながら自らの進むべき

方向を決定し、具体的な施策を実行していく行政運営能力が求められています。 

本町では、「行財政改革大綱」などに基づき、庁内の機構改革をはじめ、歳出

の削減、事務事業の整理合理化、情報化の推進等による効率的、計画的な行政

運営に努めてきました。また、研修を通じて、職員の資質向上にも努めていま

す。 

一方で、これまでに整備してきた公共施設や都市基盤施設が改修・更新時期

を迎えており、多額の費用が必要になると見込まれています。 

今後も、行政サービスを維持しながら、持続可能な行政運営を進めていくた

めに、行財政改革を計画的かつ積極的に推進していく必要があります。 

また、「公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設や都市基盤施設の老朽

化や管理状況を把握し、公共施設の適切な管理を推進していく必要があります。 

住民の行政ニーズは複雑・多様化し、また高度化・専門化するなど、単独の

自治体では対応が困難な行政サービスもみられます。 

現在、本町では消防やごみ処理などの行政サービスについては、一部事務組

合等で実施しています。今後も、広域的な対応が可能な事務・事業については

周辺自治体と連携して対応していく必要があります。 

 

主要施策 

（１）行財政改革の推進 

①中長期的な見通しに立った行政運営や「行財政改革大綱」に基づき、行財

政改革を推進します。 

②指定管理者制度等による民間活力の活用を図ります。 

③限られた財源を効率的に活用するため、経費全般についての見直しを図り

ます。 
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④新地方公会計制度による財政状況の分析・活用を図るとともに、事業効果

や費用効果など重要度、緊急度等を総合的に勘案し、事務事業の見直し、

事業の重点化・差別化等を図りながら、効果的・効率的な行政運営を推進

します。 

⑤将来の財政負担の軽減を図るため、「公共施設等総合管理計画」に基づき、

各公共施設において「長寿命化」、「複合化」、「統廃合」などを含め、効率

的な運営・管理を行います。 

 

（２）職員の能力向上 

①勤務能率の発揮及び増進に向け、研修等を受ける機会を確保し、積極的に

情報を促し、職員の資質向上を図ります。 

②職員の勤務成績の評定を人事管理に加え、人材育成に積極的に活用し、職

員の士気の向上及び公務能率の増進のため、人事評価制度の円滑な運用を

図ります。 

 

（３）自主財源の確保 

①町税を含めた徴収金の収納率向上をはじめ、受益者負担の原則に基づく使

用料・手数料の見直し、維持管理コストの縮減などに努めます。 

②滞納処分等の強化、町有財産の有効活用、ふるさと納税制度等による自主

財源の確保とともに、国・県の各種補助制度の有効活用を図ります。 

 

（４）広域行政の推進 

①広域行政におけるサービスの充実を図るため、広域行政機能を点検・強化

し、より効率的な行政運営を推進します。 

②既存の広域行政のほか、広域的な対応が効果的な施策・事業について、

様々な分野での連携を図ります。 

 

関連する計画 

◎行財政改革大綱 

◎公共施設等総合管理計画 

◎個別施設計画 

◎定員管理計画 
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資料編 
 

１．計画策定について 

 

（１）審議会設置条例 

 
 

関ケ原町総合開発計画審議会設置条例 
昭和47年6月26日 

条例第20号 
 
（設置） 
第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項、国土利用計画法（昭和

49年法律第92号）第８条第４項及び都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の２第
１項の規定に基づき関ケ原町総合開発計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 
第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 
（１） 本町が定める総合計画、国土利用計画及び都市計画に関すること。 
（２） その他町長が必要と認める事項に関すること。 
（組織） 
第３条 審議会は、委員15人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 
（１） 町議会の議員 
（２） 公共的団体等の代表者 
（３） 学識経験のある者 
３ 委員は、非常勤とする。 
（任期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は前任者
の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 
第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 
３ 会長は、会務を総理し審議会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を
代理する。 

（会議） 
第６条 審議会は、会長が招集する。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところに
よる。 

（部会） 
第７条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができ
る。 

（庶務） 
第８条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。 
（委任） 
第９条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
附 則 
略 
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（２）審議会委員名簿 

 

役 職 名 氏 名 備 考 

１．町議会の議員 

関ケ原町議会(議員） 楠 達男  

関ケ原町議会(議員） 田中 由紀子  

２．公共的団体等の代表者 

関ケ原町自治会連合会 澤頭 義信 副会長 

関ケ原町商工会 木村 恭三  

関ケ原観光協会 北村 一磨  

関ケ原町教育委員会 三和 正英  

関ケ原町老人クラブ連合会 多和田 義明  

関ケ原町民生児童委員協議会 髙木 美代子  

関ケ原町子ども会育成協議会 樋口 浩司  

関ケ原町農林業振興審議会  兒玉 文夫  

関ケ原町工場会 THK株式会社岐阜工場 一本木 宏典  

３．学識経験者 

福祉関係 三輪 均 会長 

 

  



 

89 

（３）諮問書 

 

 

企第63号  

令和４年12月14日  

 

 

関ケ原町総合開発計画審議会 

会長 三輪 均 様 

 

 

関ケ原町長  西 脇 康 世  

 

 

関ケ原町総合計画後期基本計画の策定について 

（諮問） 

 

 

関ケ原町の現状及び変動する諸情勢を踏まえ、住民と行政が協働し、目

指すべき将来像の実現に向けて、総合的かつ計画的にまちづくりを進めて

いくため、「関ケ原町総合計画後期基本計画」の策定を進めています。つき

ましては、計画内容について関ケ原町総合開発計画審議会設置条例第２条

第１号の規定に基づき、ご審議賜りたくここに諮問いたします。 
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（４）答申書 

 

 

令和５年２月22日 

 

関ケ原町長 西脇 康世 様 

 

関ケ原町総合開発計画審議会  

会長 三輪 均  

 

 

関ケ原町総合計画後期基本計画の策定について 

（答申） 

 

令和４年12月14日付、企第63号で諮問のありました、関ケ原町総合計画後期

基本計画の策定について、当審議会は慎重に審議を重ね以下の結果を得ました

ので、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１．関ケ原町総合計画後期基本計画（案）については、当審議会の提言や住民

アンケート等の意見を反映しており、適正に策定されたものであると認めま

す。 

 

２．町の直面する人口減少問題に対応するため、重点テーマを構成する重点施

策については、具体的かつ効果的な実施事業を設定し、積極的な推進を図ら

れたい。 

 

３．事業の推進にあたっては、国際社会全体の共通目標であるＳＤＧｓの取組

を意識し、誰ひとりとして取り残されない社会の実現に向け、住民・地域・

団体などと協力・連携し、本町におけるＳＤＧｓの推進を図られたい。 

 

４．町を取り巻く社会経済情勢の変化などに適切に対応し、計画の実行性の確

保を図るため、目標の達成度や進捗状況を定期的に把握・検証されたい。 
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２．ＳＤＧｓについて 

 

ＳＤＧｓは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のこ

とで、2030 年を期限とする、国際社会全体の 17 の目標で構成され、「誰ひとり

取り残さない」ことを理念とした国際社会共通の目標です。わが国においては、

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」が平成 28 年に政府内のＳＤＧｓ

推進本部で決定されており、その達成に向けた推進が求められています。 

 

 

▼ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の 17の目標とその内容 

 

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 

   

  

あらゆる場所のあ

らゆる形態の貧困

を終わらせる。 

飢餓を終わらせ、

食料安全保障及び

栄養改善を実現

し、持続可能な農

業を促進する。 

あらゆる年齢のす

べての人々の健康

的な生活を確保

し、福祉を促進す

る。 

すべての人に包摂

的かつ公正な質の

高い教育を確保

し、生涯学習の機

会を促進する。 

ジェンダー平等を

達成し、すべての

女性及び女児の能

力強化を行う。 

【水・衛生】 【エネルギー】 【経済成長と雇用】 
【インフラ、産業化、 
  イノベーション】 

【不平等】 

 

 

   

すべての人々の水

と衛生の利用可能

性と持続可能な管

理を確保する。 

すべての人々の、

安価かつ信頼でき

る持続可能な近代

的エネルギーへの

アクセスを確保す

る。 

包摂的かつ持続可

能な経済成長及び

すべての人々の完

全かつ生産的な雇

用と働きがいのあ

る人間らしい雇用

を促進する。 

強靭なインフラ構

築、包摂的かつ持

続可能な産業化の

促進及びイノベー

ションの推進を図

る。 

各国内及び各国間

の不平等を是正す

る。 
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【持続可能な都市】 
【持続可能な 

  生産と消費】 
【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 

 

    

包摂的で安全かつ

強靭で持続可能な

都市及び人間居住

を実現する。 

持続可能な生産消

費形態を確保す

る。 

気候変動及びその

影響を軽減するた

めの緊急対策を講

じる。 

持続可能な開発の

ために海洋・海洋

資源を保全し、持

続可能な形で利用

する。 

陸域生態系の保

護、回復、持続可

能な利用の推進、

持続可能な森林の

経営、砂漠化への

対処、ならびに土

地の劣化の阻止・

回復及び生物多様

性の損失を阻止す

る。 

【平和】 【実施手段】    

 

 

   

持続可能な開発の

ための平和で包摂

的な社会を促進

し、すべての人々

に司法へのアクセ

スを提供し、あら

ゆるレベルにおい

て効果的で説明責

任のある包摂的な

制度を構築する。 

 

持続可能な開発の

ための実施手段を

強化し、グローバ

ル・パートナーシ

ップを活性化す

る。  
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３．用語解説 

 

 

あ 行 

空き家バンク 
空き家物件の把握・登録とともに、希望者に対して賃貸や購入が

可能な空き家を紹介する制度。 

新しい日常 
暮らしや働く場での新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

習慣、生活様式。ニューノーマルとも。 

一時保育 
保護者の疾病、入院などにより、緊急・一時的に保育が必要な場

合の保育サービス。 

インバウンド観光 訪日外国人を呼び込む観光。 

か 行  

過疎地域 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により指定

される地域。関ケ原町は令和３年４月１日に町全域が過疎地域指

定。 

過疎地域持続的発展計

画 

過疎地域からの自立に向け、持続可能な地域社会の形成及び地域

資源を活用した地域活力向上を推進するための計画。 

関係人口 
移住した「定住人口」や観光に来た「交流人口」ではなく、地域

や地域の人々と多様に関わる人。 

キャリア教育 

学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため、望ましい職業

観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身につけさせ、自己を

理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。 

行財政改革大綱 町が目指す行財政改革の方向性を示す指針。 

耕作放棄地 
以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、この数

年の間に再び耕作する考えのない土地のこと。 

景観計画 
魅力ある景観形成を推進するための方針やルールを体系的に示す

計画。 

公共施設等総合管理計

画 

町が保有する公共施設や都市基盤施設等の総合的かつ計画的な管

理を推進するための計画。 

子ども・子育て支援事

業計画 

子ども・子育て支援法に基づき、国が示す基本指針に即して、「質

の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡

大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」を図る計画。 

国土強靭化推進計画 
大規模自然災害等に備え、強靭な地域づくりに向けた施策を推進

するための計画。 

個別避難計画 
自ら避難できない高齢者などの要配慮者の避難に関する一連の手

順を示した計画。 

さ 行  

災害時避難行動要支援

者 

高齢者、障がい者、乳幼児など災害発生時の避難に特に支援を要

する者。 

自殺対策計画 
自殺対策基本法に基づき、自治体が「生きることの包括的な支

援」として地域の自殺対策を推進するための計画。 
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自主防災組織 
地域住民が協力・連携し、災害から自分たちの地域は自分たちで

守るために活動することを目的に結成する組織。 

史跡関ケ原古戦場整備

計画 

史跡関ヶ原古戦場及び関ケ原合戦に関する史跡を保存・活用する

ための計画。 

指定管理者制度 

公の施設の管理運営を民間事業者に委ね、民間事業者のノウハウ

等を活用することで管理経費の縮減、利用者へのサービス向上等

を図ることが期待できる制度。 

従業人口 町外から本町へ通勤して従業する人。 

新地方公会計制度 

現金主義・単式簿記を特徴とするこれまでの自治体の会計制度

に、発生主義・複式簿記といった企業会計の要素を取り込み、財

政状況等をわかりやすくするとともに、資産・債務の適正管理や

有効活用などを図る制度。 

森林整備計画 

地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や

ゾーニングなど、地域の実情に即した森林整備を推進するための

構想。 

スマートフォン 

通信目的の利用（電話・電子メール）に加え、各種ソフトウェア

によって多目的な利用が可能になるインターネットの利用を前提

とした高機能携帯電話。 

関ケ原古戦場グランド

デザイン 

歴史、観光、文化財保存の専門家や歴史ファンなどで構成する関

ケ原古戦場グランドデザイン策定懇談会での議論を経て策定され

た関ヶ原古戦場の整備と活用の指針となる計画。 

全世代型社会保障制度 

人生 100 年時代の到来を見据えながら、高齢者、子ども、子育て

世代、現役世代まで広く安心を支えていくため、年金、労働、医

療、介護、少子化対策など、社会保障全般にわたる持続可能な社

会保障制度。 

ゾーニング 土地利用計画や都市計画などで各地域を用途別に区画すること。 

た 行  

ダイバーシティ 
多様性。性別、年齢、出身などにかかわらず一人ひとりの違いを

互いに受け入れること。 

地域共生社会 

高齢者や障がい者、乳幼児などが受ける、介護や社会福祉サービ

スなどの縦割りの制度や支援では不十分な部分を、支え手・受け

手という関係を超えて地域住民や地域で、人と人、人と資源が丸

ごとつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をともにつくっていく社会のこと。 

男女共同参画プラン 
男女共同参画社会の実現に向け、町の基本的考え方と課題解決の

ための施策を定めた計画。 

地域水道ビジョン 

水道事業に関する事業経営計画。｢持続｣、｢安全｣、｢強靭｣の観点

から課題や推進方策を具体的に示すとともに、その取り組みの推

進を図るための計画。 

地域防災計画 
災害対策基本法に基づき、災害発生時の応急対策や復旧など災害

にかかわる事務・業務を総合的に定める計画。 

地域包括ケアシステム 

介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を最後まで続けることができるよう、高齢者に対して住まい・医

療・介護・予防・生活支援を一体的に提供できる体制のこと。 
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地域福祉計画 

地域における福祉サービスの適切な利用をはじめ、地域における

社会福祉を目的とする事業の健全な発達、地域福祉活動への住民

参加の促進に関する指針となる計画。 

地籍調査 
一筆（登記されている地番）ごとの土地について、その所有者や

境界などを調査し、地図等を作成する調査。 

着地型観光 
旅行者を受け入れる側の地域（着地）側が、その地域での観光資

源を活用した旅行商品や体験プログラムを企画・運営する形態。 

デジタル・トランスフ
ォーメーション（Ｄ
Ｘ） 

最先端の情報通信技術を浸透させることで人々の生活をよりよい

ものへと変革すること。 

特定健康診査 

40 歳以上 75 歳未満の被保険者及び被扶養者を対象とする、メタ

ボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満により様々な病気を引き起

こされやすくなった状態)の予防・解消に重点を置いた生活習慣病

予防のための健康診査。 

特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活

習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して

保健師、管理栄養士等が行う保健指導。 

都市計画マスタープラ

ン 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針。長期的視点に立った

都市の将来像を展望し、土地利用の方針や都市施設整備の方針、

市街地整備の方針等を定める計画。 

ドローン 無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機の総称。 

な 行  

ニューノーマル 「新しい日常」参照。 

認知症カフェ 認知症の方や家族、地域の人が集い、介護の悩みなどを語り合う場。 

認知症サポーター 

「認知症サポーター養成講座」を受講した、認知症について正し

い知識を持ち、認知症の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい

地域をつくるためのボランティア。 

認知症初期集中支援チ

ーム 

複数の専門職が家族の訴え等により、認知症が疑われる人や認知

症の人及び家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の

支援を包括的、集中的に行い自立生活のサポートを行うチーム。 

農業振興地域整備計画 
優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計

画的に実施するための計画。 

は 行  

ハザードマップ 
平常時から災害に備えてとるべき対策や災害時における安全な避

難行動に役立つ情報を記載した地図。 

パブリックコメント 

Public Comment。意見公募手続き、意見提出制度のこと。自治体

の計画案などを公表し、この案に対する住民からの意見を考慮し

て意思決定を行う手続きのこと。 

バリアフリー 
無障壁化。社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的・精

神的な障壁を取り除くこと。 

病後児保育 

児童が病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医

療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケア

を行う保育サービス。 
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ふるさと納税制度 
自治体への寄附金のこと。個人が一定額の寄附を行ったときに、

住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度。 

ヘルスプランせきがは

ら 

健康増進法に基づき、メタボリックシンドロームに着目した生活

習慣病の一次予防に重点を置き、住民の生涯を通じた健康づくり

を推進するための計画。 

保育所型認定こども園 

認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるな

ど、幼稚園的な機能を備えることで、教育･保育を一体的に行う施

設のこと。 

放課後児童クラブ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の子どもたちに対

し、授業の終了後に施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を

提供して、その健全な育成を図るもの。 

ま 行  

まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン 

まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口減少・少子高齢化に対

応し、将来にわたって住みよい環境の確保と地域の活力の維持を

図るため、人口の現状分析と将来の展望を示したもの。 

無線ＬＡＮ 無線通信を利用したデータの送受信を行うネットワーク。 

や 行  

ユニバーサルデザイン 
障がいの有無にかかわらず、すべての人にとって使いやすいよう

にはじめから意図してつくられた施設・製品・情報・環境など。 

要保護児童 
児童福祉法に基づいて保護を要すると定められた児童のこと。保

護者のない児童や保護者に監護させることが不適当な児童など。 

ら 行  

ライフライン 
電気、ガス、上下水道、電話、交通、通信などの生活に必須な都

市基盤施設。 

老人福祉計画・介護保

険事業計画 

高齢者の福祉施策と介護保険事業を円滑に進めていくための計

画。 

わ 行  

ワーク・ライフ・バラ

ンス 

仕事と生活の調和。「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地

域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を

充実させる働き方・生き方のこと。 

ＡＢＣ  

ＡＩ（エー・アイ） Artificial Intelligence の略。人工知能のこと。 

ＡＬＴ(エー・エル・

ティー) 
Assistant Language Teacher の略称。外国語指導助手。 

ＤＶ(ディー・ブイ) 

Domestic Violence の略称。ドメスティック・バイオレンス。親

密な関係にあるパートナーからの身体的、精神的、性的、経済的

な暴力のこと。 

ＤＸ（ディー・エック

ス） 

Digital Transformation の略。「デジタル・トランスフォーメー

ション」参照。 

ＧＩＧＡスクール 

児童・生徒１人１台の端末と、高速・大容量の通信ネットワーク

を一体的に整備することで、多様な子どもたちを誰ひとり取り残

すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育

成できる教育環境。 
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ＩＣＴ(アイ・シー・

ティー) 

Information and Communication Technology の略称。情報通信技

術のこと。ＩＴ(情報技術)に通信コミュニケーションの意味を加

味した用語。 

ＩｏＴ（アイ・オー・

ティー） 

Internet of Things の略。「モノのインターネット」とも呼ば

れ、今までインターネットにつながっていなかったモノが、イン

ターネット経由で通信することにより、遠隔制御などができる仕

組み。 

ＮＰＯ(エヌ・ピー・

オー) 

Non Profit Organization の略称。民間非営利団体、非営利事業

体。営利を追求せず、公益のために活動する民間団体。 

ＰＤＣＡサイクル 

施策や事業についてのＰ (Plan：計画 )・Ｄ (Do：実施 )・Ｃ

(Check：点検・評価)・Ａ(Action：改善に向けた行動)のサイクル

を通じて、施策の立案や事務の見直しなど行政運営の改善につな

げる仕組み。 

ＳＤＧｓ（エス・ディ

ー・ジーズ） 

Sustainable Development Goals の略。2015 年９月の国連サミッ

トにおいて、2030 年までの長期的な開発の指針として採択された

「持続可能な開発目標」であり、国際社会共通の目標。 

Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両

立する、人間中心の社会（Society）。 

ＵＩＪターン 

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Ｕターン

は出身地に戻る形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住する形

態、Ｊターンは出身地から出た後、出身地の近隣地域に戻る形態

を指す。 

５Ｇ（ファイブ・ジ

ー） 

第５世代移動通信システム。従来の通信規格より超高速大容量通

信が可能で、遅延が少ないとされている。 
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